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○ 地域医療構想は、団塊の世代が75歳以上となり医療ニーズが増大・変化する2025年に向け、中長期的な人
口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療
を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

○ 上記を踏まえ、各都道府県において、
• 2025年の医療需要と機能別（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）の病床数の必要量の推計値
• 在宅医療等について、自宅や介護施設等で対応可能との仮定のもと必要量を推計
• 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

 を「地域医療構想」として策定し、地域の関係者間の協議に基づく医療機関の自主的な取組によって、病床の
 機能分化・連携を推進してきた。(本県では、平成28年度に地域医療構想を策定)
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地域医療構想の推進の仕組み

１．病床機能報告制度 ２．地域医療構想調整会議の協議 ３．自主的な機能転換等の取組

都道府県

一般・療養病床を
有する病院・診療所

○各構想区域に設置された「地域医療構想調整
会議」において、病床の機能分化・連携に向け
た協議を実施。

急性期 100床

回復期  50床

急性期  50床

回復期 100床

転
換

調整会議で合意を得た取組
（急性期50床を回復期に転換）

の実施

都道府県
（地域医療介護総合確保基金）

○都道府県は「地域医療介護総合確保基金」を
活用し、医療機関の機能分化・連携を支援。

財
政
支
援

〇各医療機関から都道府県に対し、現在の病床機能
と今後の方向性等を「病床機能報告」により報告。

75歳以上のニーズ増
● ●

現行の地域医療構想について（概要）
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新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理（案）

○ 新たな地域医療構想について、入院医療だけでなく、外来･在宅医療、介護との連携等も含めた医療提供体制全体
の地域医療構想とする方向で検討を行っており、地域医療構想と医療計画の関係の整理を行うこととしてはどうか。

・ 新たな地域医療構想について、医療計画の記載事項の一つではなく、地域の医療提供体制全体の将来のビジョ
ン・方向性を定めるとともに、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床の機能分化・連携等を
定めるものとする。新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画との整合性を図る。

・ 医療計画について、地域医療構想の６年間（一部３年間）の実行計画として、新たな地域医療構想に即して、
５疾病・６事業及び在宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定めるものとする。

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）

病床の機能分化・連携の推進

介護保険
事業支援
計画

（都道府県）

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）

入院医療、外来・在宅医療、介護との連携
等を含む医療提供体制全体の将来の構想

即して定める

介護保険
事業計画

（市区町村）

整
合
性
を
図
る※
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介護保険
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（市区町村）

介護保険
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計画

（都道府県）
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図
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※１ 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。

※１ 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。

＜現行＞ ＜今後＞

※ 地域医療構想は、医療法上、医療
計画の記載事項の一部とされている。

基本指針（国）基本指針（国）基本指針（国） 基本指針（国）

整
合
性
を
図
る※

１
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・ 地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める ・ 地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める

地域医療構
想が医療計
画の上位概
念となる

厚生労働省検討会資料



地域医療構想調整会議における検討事項等について（案）

具体的な検討事項 主な参加者 会議の範
囲

全体的な事項 • 地域医療構想の進め方 医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会

構想区域
都道府県

医療機関機能 • 構想区域ごとに確保すべき医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、
在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能）及び広域的な観点
で確保すべき医療機関機能（医育及び広域診療機能）に着目した、医療
機関機能の確保

医師会、病院団体 構想区域
都道府県

外来医療 • 不足する医療提供のための方策（外来の機能分化・連携、診療所の継承
支援、医師の派遣）

• オンライン診療を含めた遠隔医療の活用、巡回診療の推進

医師会、病院団体 構想区域

在宅医療 • 不足する医療提供のための方策（在宅医療研修やリカレント教育の推進、
医療機関や訪問看護の在宅対応力の強化、在宅患者の24時間対応の中小
病院等による支援、巡回診療の整備）

• DtoPwithNによるオンライン診療や医療DXによる在宅医療の効率的な提
供に向けた方策

医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護関係団
体、市町村
※議題に応じて選定

構想区域
在宅医療圏

介護との連携 • 慢性期の医療需要に対する受け皿整備の検討（在宅医療、介護保険施設、
療養病床）

• 患者の状態悪化防止や必要時の円滑な入院に向けた医療機関と介護施設
等の具体的な連携

医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護関係団
体、市町村
※議題に応じて選定

構想区域
市町村

医療従事者の確保 • 区域における不足・都道府県内の偏在に対する方策（大学病院本院、関
係団体と連携した取組を含む）
※既存の協議体で検討している場合、調整会議における検討が新たに必

要となる事項について検討

医師会、病院団体、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会
※議題に応じて選定

構想区域
都道府県

精神病床 法案改正後に検討

大学病院の役割・医
師の派遣

• 医師派遣・配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナー
シップの締結推進

医師会、大学病院本院、病院団体 三次医療圏

※現行のガイドラインにおいて、医療保険者については、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定することとされている。

4※患者団体や有床診療所団体など、参加者や会議の範囲については、各都道府県において柔軟に設定。

都道府県が柔軟で効果的・効率的な会議運営
に資するよう、議題や主な関係者が整理する
案がしめされている。

参考：厚生労働省検討会資料



【調整会議の構成員】
◆ 来年度より調整会議の構成員に市町村長や

地域住民に参画いただきたい

※各圏域の構成員の現状を踏まえ、不足する構成員を追加
※地域住民については、市町村、福祉団体、患者団体、
女性団体、自治会などからの推薦により候補者を選定

【率直な意見交換の場】
◆ 医療機関機能の検討や病院の建替え等の

案件について、関係者が『率直に意見交
換が行う協議の場』を設け議論を加速化
※医療情勢等連絡会のあり方を見直し予定

【新構想に向けて】
⚫ 新構想は、医療だけでなく医療介護連携な

ど、地域全体を包含した内容となるため、
座長の役割が複合化

⚫ 上記を踏まえ、昨年12月には医療法改正に
より、調整会議の構成員に“市町村”が明記

【現構想の課題を踏まえ】
⚫ 現構想では、医療を受ける住民の視点が不

足しており、将来的に医療が抱える危機的
な状況等も共有しつつ、今後一緒になって
検討していく必要

⚫ 医療需要が変化していく中、公立病院を含む
地域の医療機関が、今後どのような機能を持
つべきか等の議論は、県と市町村で認識を共
有しながら進める必要

⚫ 病院の建替え等、地域全体に影響を及ぼす
重要な議論は、調整会議だけでなく、関係
者が率直に意見交換を行う場も必要

【イメージ】

【調整会議】 【協議の場】

具体的
な議論

現状・課題

地域医療構想の現状・課題と対応

持続可能な医療提供体制の構築に向けて、各地域の実情を十分に踏まえながら、より充実した議論が行えるよう、
以下のとおり対応していきたい。

対応（来年度調整会議（Ｒ８.６月頃）を予定）

5

【調整会議の座長】
◆ 座長を保健福祉事務所長へ変更



• 新たな地域医療構想は、国ガイドライン（Ｒ７年度中発出予定）や県設置の懇談会（Ｒ７有識者会
議）のとりまとめを踏まえ、Ｒ８年度から本格的に検討

• Ｒ８年度は、構想区域や急性期拠点機能などの考え方を整理し、新構想の策定に向けた本格的な議論
を行っていく

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

令和９年度
（2027年度）

令和１０年度
（2028年度）

国

都道府県

地

域

医療機関

市町村

県民

■スケジュール（予定）

6

新構想懇談会
※有識者との意見交換

懇
談
会
と
り
ま
と
め

国の動向を注視しながら、
検討を進めていく

新構想のガイドライン
検討会

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
発
出

新構想策定委員会（仮）
新構想の取組を進めつつ、
必要に応じ策定委員会を開催

現・調整会議
現構想での役割分担

の議論

新・調整会議
新構想の策定検討の議論

（新構想検討）

新・調整会議
新構想に基づく役割分担の議論

（新構想の取組の開始）

新たな地域医療構想の策定・検討の進め方（案）



地域医療構想の推進について
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○ 地域医療構想は、団塊の世代が75歳以上となり医療ニーズが増大・変化する2025年に向け、中長期的な人
口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療
を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

○ 上記を踏まえ、各都道府県において、
• 2025年の医療需要と機能別（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）の病床数の必要量の推計値
• 在宅医療等について、自宅や介護施設等で対応可能との仮定のもと必要量を推計
• 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

 を「地域医療構想」として策定し、地域の関係者間の協議に基づく医療機関の自主的な取組によって、病床の
 機能分化・連携を推進してきた。(本県では、平成28年度に地域医療構想を策定)
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地域医療構想の推進の仕組み

１．病床機能報告制度 ２．地域医療構想調整会議の協議 ３．自主的な機能転換等の取組

都道府県

一般・療養病床を
有する病院・診療所

○各構想区域に設置された「地域医療構想調整
会議」において、病床の機能分化・連携に向け
た協議を実施。

急性期 100床

回復期  50床

急性期  50床

回復期 100床

転
換

調整会議で合意を得た取組
（急性期50床を回復期に転換）

の実施

都道府県
（地域医療介護総合確保基金）

○都道府県は「地域医療介護総合確保基金」を
活用し、医療機関の機能分化・連携を支援。

財
政
支
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〇各医療機関から都道府県に対し、現在の病床機能
と今後の方向性等を「病床機能報告」により報告。

75歳以上のニーズ増
● ●

現行の地域医療構想について（概要）
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◆ 地域の医療提供体制を表すデータの一例として、入院・外来

のそれぞれの受療率※等の経年の推移を分析した内容を共有。

◆ 今回は一例として受療率であるが、今後県としてデータ分析

体制を強化していく中で、どのようなデータ提示が必要なのか

等について、ご意見いただきたい。

○ 現行の地域医療構想に関するご意見として、
・データに基づく議論が必要
・県には地域の医療の実態がわかるデータを出してほしい

という意見をいただいたところ。

本日の内容

3

※受療率
推計患者数を人口10万対であらわした数
受療率（人口10万対）＝推計患者数/推計人口×100,000



入院患者数の推計と実績について（全国）

4

現行の地域医療構想策定当時に推計していた入院患者数とこれまでの実際の入院患者数（実績値）を比較すると、増加すると見
通されていた入院患者数は、さまざまな要因の結果、増加しなかったことが国の検討会で示された。

出典:第 5 回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会「新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み)」(2025/10/15)《厚生労働省》

厚生労働省検討会資料抜粋



推計患者数及び受療率（人口10万対）の推移（県全体）

5

長野県の患者数及び受療率の推移をみると、入院患者数・外来患者数ともに減少傾向である。受療率※は、入院受療率において
は減少傾向あるが、外来受療率はほぼ横ばいの状況である。

年

患 者 数 （人）

受療率（人口10万対）

長 野 県 全 国 （ 参考 ）

入院 外来 計 入院 外来 計 入院 外来 計

2008 21,000 112,200 133,200 969 5,168 6,137 1,090 5,376 6,466

2011 19,700 110,600 130,300 920 5,162 6,082 1,068 5,784 6,852

2014 20,400 108,000 128,400 970 5,122 6,092 1,038 5,696 6,734

2017 19,400 104,500 123,900 935 5,033 5,968 1,036 5,675 6,711

2020 18,300 105,200 123,500 895 5,139 6,034 960 5,658 6,618

2023 17,600 105,500 123,100 879 5,201 6,080 945 5,850 6,795

（注）計については、入院及び外来の患者数及び受療率を単純合計したもの。 （厚生労働省「患者調査」）

※ 受療率は、ある特定の日に疾病治療のために、すべての医療施設に入院あるいは通院を受けた人口10万人当たりの患者数。厚生労働省
が行う「患者調査」により全国推計患者数を把握し、算出される。



6（厚生労働省「患者調査」）

年齢階級別 入院 受療率
年齢階級別 外来 受療率
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年齢階級別受療率（入院・外来）の経年の推移については以下のとおり。特に、入院の受療率では、75才以上の受療率が減少している。



【参考】平均在院日数及び病床利用率の推移（県全体）
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平均在院日数は短縮傾向にあり、病床利用率は、コロナ禍以降においても、一般病床も療養病床も低下傾向にある。

資料出所：厚生労働省「病院報告」
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入院・外来における患者数の将来推計（県全体）
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患者数の将来推計は、将来推計人口と受療率を掛け合わせることにより算出するため、受療率の変化は患者数の将来推計に影響を与える
ものであり、受療率が変化している観点から入院・外来における患者数の将来推計を試みた（※）ところ、その結果は以下のとおり。

（※） 2014年、2017年、2020年、2023年の性年齢別受療率を基に2020年時点の性年齢別人口を基準として入院患者数の将来推計を試算

【入院】
・入院受療率が各年で変化することから、推計患者数も年度ごとに変動する。現時点で最新の2023年受療率を用いた値が最も患者数が減少す
る推計となる。
【外来】
・外来受療率に大きな変動がないため、入院患者数の推計と異なり、外来患者数の推計は、ほぼ差がない。



傷病分類別の入院受療状況の変化 （県全体）
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以下、傷病分類ごとに1日あたりの平均患者数を算出したところ、

・ 一部の疾患を除き2014年の受療率を使用した推計患者数より2023年の受療率を使用した推計患者数が減少している。
・ 主な患者数が減少している疾患や考えられる要因は以下のとおりであり、それぞれ複合的な取り組みにより変動が生じている
と考えられる。

新生物＜腫瘍＞・・・・・化学療法の外来移行、医療技術の高度化など
眼及び付属器の疾患・・・白内障手術の外来移行など
循環器系の疾患・・・・・脳血管疾患領域に対するリハビリの強化による在院日数の短縮化など
妊娠、分娩及び産褥・・・同年代の出生数の減少等

（出典）性年齢別長野県受療率（患者調査）と2020年人口（国勢調査）を性年齢5歳階級別に掛け合わせ1日あたり平均患者数を算出



（参考）傷病名別の入院受療状況の変化【詳細】（県全体）
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傷病分類別の外来受療状況の変化 （県全体）
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以下、傷病分類ごとに1日あたりの平均患者数を算出したところ、
・以下の疾患等は、入院患者数は減少しているものの外来患者数は増加しており、以下のような要因が考えられる。

新生物＜腫瘍＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・化学療法の外来移行、医療技術の高度化など
妊娠、分娩及び産褥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産褥外来などの産後ケアの浸透など
健康状態に影響を及ぼす要因および保険サービスの利用・・・健診事業の拡大など

・上記の一方で、脳血管疾患等、入院同様に減少している疾患もある。

（出典）性年齢別長野県受療率（患者調査）と2020年人口（国勢調査）を性年齢5歳階級別に掛け合わせ1日あたり平均患者数を算出



（参考）傷病名別の外来受療状況の変化【詳細】（県全体）
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受療率の変化から読み取れること
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【入院】

◆ 長野県の患者数及び受療率の推移をみると、入院患者数・外来患者数ともに減少傾向である。受療率は、入院受

療率は減少傾向あるが、外来受療率はほぼ横ばいの状況である。

◆ 3年ごとに行われる患者調査で公表されている入院受療率のみ変化をさせて、入院患者数の将来推計を算出する

と、推計結果は年度ごとに変動するとともに、現時点で最新の2023年受療率を用いた値が最も患者数が減少す

る推計となる。

◆ 上記の要因は、

◎がん医療や白内障治療等の外来移行

◎地域医療構想等の機能分化推進によるリハビリの強化および在院日数の短縮化 等、

 そのほかにも複合的な要因により生じていると考えられる。

◆ 今後もさまざまな要因により入院受療率が低下する可能性があることも考慮したうえで、今後の医療圏内の医療

提供体制について議論する必要がある。

【外来】

◆ 外来の受療率については、在院日数の短縮化という要素がない分、総じて入院受療率よりも各調査年度の外来受

療率の変化は少なく、人口構造の変化とともに今後の需要は減少する見通しと考えられる。

◆ がん医療、産科、健診といった領域においては入院患者数は減少しているものの外来患者数は増加しているが、

脳血管疾患等、入院同様に患者数が減少している疾患もあるなど、疾患ごとで入院の受療状況と外来受療状況で

は状況が異なる。



◆ 地域の医療提供体制を表すデータの一例として、入院・外来

のそれぞれの受療率※等の経年の推移を分析した内容を共有。

◆ 今回は一例として受療率であるが、今後県としてデータ分析

体制を強化していく中で、どのようなデータ提示が必要なのか

等について、ご意見いただきたい。

○ 現行の地域医療構想に関するご意見として、
・データに基づく議論が必要
・県には地域の医療の実態がわかるデータを出してほしい

という意見をいただいたところ。

本日の内容
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※受療率
推計患者数を人口10万対であらわした数
受療率（人口10万対）＝推計患者数/推計人口×100,000

再 掲
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１ 基本設計の概要
(１) 新病院概要
(２) 新病院のスローガン、整備方針

２ スケジュール
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新病院の基本設計等について
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１（１）新病院の概要(基本設計段階)

■敷地面積 25,569.13㎡ ■建築面積 8,214.53㎡(全体)
■延床面積 49,691.14㎡(全体)  ■建物高さ 45.1ｍ(本館)

■構造階数 本館：鉄骨造８階建て 
（１～４階：診療機能・事務、 ５～７階：病棟、８階：機械室）

 サービス棟：鉄骨造３階建て（職員更衣室、倉庫、リネン等）
 リニアック棟：鉄筋コンクリート造平屋建て（放射線治療） ほか

■病床数 565床 （現病院：652床）

■診療科 内科、血液内科、呼吸器内科、感染症内科、腎臓内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、  
糖尿病・内分泌内科、腫瘍内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、肝胆膵外科、脳神経外科、
乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、アレルギー科、小児科、産婦人科、リハビリテーション科、
婦人腫瘍科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、形成外科、眼科、整形外科、リウマチ科、皮膚科、
泌尿器科、精神科、小児外科、歯科口腔外科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、救急科、
病理診断科、臨床検査科 （計 38科 現病院と同じ）
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１(２) 新病院のスローガン、整備方針

Ⅰ 新病院スローガン
『最高の医療を、赤十字の心で、すべての人に届けよう』

Ⅱ 整備方針
『長野赤十字病院は、長野医療圏・北信医療圏の住民の「いのちと健康」

を守る最後の砦となる。』

 １ 地域に信頼される病院をつくる。

２ 将来の変化にも対応できる病院をつくる。

３ 優秀な人材が集まる病院をつくる。
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる

質の高い医療を行い、地域住民を支える
～関連する機能を同一フロアに集約することにより連携性と効率性をアップし、診療機能の向上を図る～
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる



6

１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる

一般病棟Ⅾ
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる

利用される方にやさしい快適な環境を整備する
～外来のワンフロア化とユニバーサル化※により、わかりやすく受診者にやさしい設計～

・１階からのアクセスはエスカレータの他、外来専用
エレベータ(１F ２F)を設置
・外来のワンフロア化により、併科受診もしやすく
高齢者にやさしい計画

※ ユニバーサル化とは、年齢、性別、国籍、障害等の有無を問わず全ての人が利用しやすいように設計に配慮する「ユニバーサルデザイン」
の考えを取り入れること。
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる

三次救急医療(救命救急センター)
・令和６年度救急車応需率 99.83％

(全国赤十字病院でも２番目の応需率)
・令和６年度長野市消防局救急搬送 約32％
・令和６年度搬送数 8,073件/年 ⇒ 約22件/日

救急車搬送

時間外外来

・北側県道からの救急車入出により一般車両動線と
切り離してスムーズな救急搬送が可能。

・救急EV：救急部門内に設置する高速寝台用エレ
ベーター。４階の手術室、血管造影室、集中治
療室、屋上のヘリポート（飛行場外離着陸場）
を直結。

・救急搬送患者の検査実績に応じて検査数の多い
ものから救急部門近くに配置。 救急EV

「断らない救急」
「長野・北信医療圏 最後の砦」

検査動線
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる

新興感染症への対応
・感染対応エリアの設定
・拡大フェーズに応じた可変性
・パンデミックレディ認証※

※感染制御の第一人者である順天堂大学大学院の堀教授が代表を
務める一般社団法人パンデミックレディ・コンソーシアムによる
認証(本邦初)

感染症対応EV(救急EV)を設け、各階の感染症対応
エリア（感染エリア）を直結させることで、感染症患者
の動線を他の来院者の動線と完全に分離する。
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１(２)Ⅱ-１ 地域に信頼される病院をつくる

・地震対策：
病院本館は免震構造を採用

・水害対策：
0.8m のマウンドアップ( 嵩上げ)
1.0m の止水壁、出入口廻りには止水板

降雨量1,000年確率の水害に対応
免震

耐震

自然災害への対応
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１(２)Ⅱ-２ 将来の変化にも対応できる病院をつくる

地域が必要とする医療等の変化に対応できる施設
～ 人口構造の変化に対してダウンサイジング可能な病棟計画～

・基本的には２床室と１床室で構成
・将来、２床室を改修せずに１床室に転用できる

【将来】 
２床室 ➡ 個室化 

 

565 床 
個室 185 床（32.7％） 

 

421 床 
個室 329 床（78.1％） 
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１(２)Ⅱ-３ 優秀な人材が集まる病院をつくる

１フロア４看護単位のブロッサム型病棟フロア

・井桁タイプとクローバータイプの長所を兼ね備え、かつ、
コンパクトな建物形状を実現する、ブロッサム※タイプと
する(本邦初)。

・面積効率に優れ、スタッフステーションから病室までの
動線が短く、質の高い医療提供が可能。

・病棟間、スタッフ同士の連携がとりやすい。
・少ないスタッフで対応する夜間も病棟内の異変を察知

しやすい見通しに配慮したスタッフステーション。

※ 放射型プランを花（blossom）型に見立てて名称を設定。

医療人に選ばれる働きやすい施設
～ベッドサイドナーシングにより患者を見守りやすく、
業務連携の図りやすいスタッフステーション～



2024年度 2025年度(R7年度) 2026年度(R8年度) 2027年度(R9年度) 2028年度(R10年度) 2029年度(R11年度) 2030年度(R12年度) 2031年度(R13年度)

R8.1.6

時点

基本設計
準

備
実施設計(積算含む)

業者選定

新病院建設工事（33ヶ月）
既存病院解体

（13ヶ月）

★開院

営繕申請

理事会

中間報告

審査

開院

準備

<本社手続き＞<本社手続き＞

1月6日 本社承認
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２ スケジュール

現在



 

 

  

Ⅰ 公立病院経営強化プランの策定趣旨  

医師等の医療人材の不足、少子高齢化に伴う医療需要の変化など、医療を取り巻く環境が

急速に変化する中で、質の高い医療サービスを安定的に提供し続けるために、公立病院の経

営主体が経営強化に向けた具体的な対応方針を定めるもの。 

（記載内容：果たすべき役割・機能、目標達成に向けた取組、施設整備の方向性など） 

【策定根拠】持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン 

（令和４年３月総務省自治財政局長通知） 

 

Ⅱ 策定のポイント  

・令和５年度から移行した公営企業会計の決算（Ｒ５・６の２か年）を踏まえて策定。 

・地域医療構想における病床機能だけでなく、県が進める医療提供体制の「グランドデザイ

ン」に基づく病院機能を考慮。 

・移転新築に係る施設整備方針を盛り込む。 

 

Ⅲ 経営強化プラン概要  

１ 計画期間 

令和８年度から 12 年度（５年間） 

２ 総合リハが果たすべき役割、機能 

(1) 医療から自立訓練・就労支援まで一貫したリハビリを提供 

リハビリテーション病院と障害者支援施設を一体運営する県内唯一の入所型施設とし

て、主に若年・壮年層の障がいのある方に対し、それぞれの目指すゴールに向けた個別最

適なリハビリを提供し、地域への円滑な復帰を支援する。 

(2) 地域医療構想、医療提供体制の「グランドデザイン」を踏まえた役割・機能 

地域医療構想における回復期機能の役割を担うほか、長期リハビリが必要で受入先が限

られる患者を対象とするなど、全県において他の病院での代替が難しい機能を果たす。 

(3) 他の医療機関等との機能分化・連携強化 

関係機関とのネットワーク強化により、総合リハが受け持つべき患者を確実に総合リハ

に結び付けるための関係性を構築するとともに、地域の医療・福祉関係者等に障がいのあ

る方特有のリハビリに関する技術的な支援を行う。 

３ 数値目標 

(1) 医療機能や連携強化に係る数値目標（主なもの）     (2) 経営指標に係る数値目標 

  
〇 

実績 見込み 目標
(Ｒ６) (Ｒ７) (Ｒ12)

一日平均入院患者数 37.6人 38.6人 48.0人

一日平均施設利用者数 31.2人 32.0人 40.0人

自動車運転訓練実施延べ人数 835人 900人 1,000人

指　　　　標 指　　　標 各年度目標

経常収支比率 97.6％以上
(Ｒ６実績)

単年度資金収支 ±０円以上

長野県立総合リハビリテーションセンター経営強化プラン（案）の概要について 

長野県健康福祉部障がい者支援課 
長野県立総合リハビリテーションセンター 

00114040
スタンプ



４ 目標達成に向けた取組 
〇 

 

◆ネットワークの構築・強化 

➬ 医療・福祉・教育・就労支援関係者等と総合

リハへの入口（受入れ）と出口（地域復帰）

に関するネットワークを構築・強化し、利用

の促進を図る。 

◆積極的広報の実施 

➬ 総合リハの役割を積極的に広報するほか、

県政出前講座等により、障がいのある方のリ

ハビリなどに関する事業所支援等を行う。 

 

◆高次脳機能障害支援拠点病院の連携促進 

➬ 北信地域の拠点病院の機能を担うととも

に、県内４か所の拠点病院をつなぐ中心的役

割を果たす。 

◆高次脳機能障害支援体制の強化 

➬ 配置した専任のコーディネーターにより、

東北信地域からモデル的に地域における支

援体制の構築を進め、その成果の全県展開を

目指す。 

 

◆外来診療による補装具相談の充実 

➬ 義肢装具外来により総合リハ利用者以外の

補装具利用者にも支援を行う。 

◆小児言語聴覚療法の強化 

➬ 関係機関と連携し、小児期から成人移行期

を含め一貫性のある支援体制を構築する。 

◆専門的看護技術の継承 

➬ 褥瘡・排泄・断端ケアなど、障がいのある方

に特化した看護技術を着実に継承する。 

 

◆自動車運転訓練の充実 

➬ 全国的にも対応例が少ない、障がいのある

方の免許の新規取得及び更新の支援を行う。 

◆社会復帰支援の質的向上 

➬ 社会生活の自立度評価(SIM)により訓練成果

の把握と退所後の生活力向上を支援する。 

◆機能訓練サービスの普及 

➬ 障害福祉サービス事業者や介護保険事業者

と連携し、機能訓練の県内展開を図る。 

〇 

５ 運営の安定化に向けた取組 

⯁収入の確保と経費の節減 ➤ 運営に当たり経済性をおろそかにしない意識を徹底 

⯁サービスの質の確保 ➤ 専門的な研修と臨床経験による計画的な人材育成 

⯁平時からの感染症対策の取組 ➤ 感染防護具等の備蓄、院内感染対策の徹底 

⯁施設・設備の適正管理 ➤ 建替えまでの間、施設・設備を適切に維持管理 

⯁情報資産の安全性の確保 ➤ セキュリティ対策の継続実施 

⯁一般会計からの負担金 ➤ 真に必要な額を毎年度精査して繰入れ 

６ 計画期間中の収支見込み 

 
（注）他会計負担金をＲ８と同額を基準として、給与費の増分のみ上乗せすると仮定して推計  

７ 施設整備方針 

別紙「長野県立総合リハビリテーションセンター施設整備方針」のとおり 
 

 

（単位：百万円）

区分 年度
Ｒ５年度
（実績）

Ｒ６年度
（実績）

Ｒ７年度
（見込）

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度

経常収益 (A) 1,899 1,750 1,737 1,785 1,830 1,879 1,928 1,975

うち運営事業収益 754 575 569 634 666 693 721 748

1,087 1,119 1,115 1,134 1,154 1,174 1,194 1,214

経常費用 (B) 1,747 1,792 1,869 1,851 1,832 1,869 1,907 1,943

経常損益 (A)-(B) 152 △ 42 △ 132 △ 66 △ 2 9 21 32

特別損益 △ 87 △ 5 △ 3 0 0 0 0 0

65 △ 47 △ 135 △ 66 △ 2 9 21 32

単年度資金収支額 55 262 △ 43 0 63 74 85 96

うち他会計負担金

純損益

総合リハの全部門共通理念 高次脳機能障害支援拠点機能 

障害者支援施設部門 病院部門 



長野県立総合リハビリテーションセンター 施設整備方針 

  

１ 概要 

開設から 50年以上が経過し、建物の老朽化等が著しい総合リハビリテーションセンターについ

て、現地整備における課題等を踏まえ、近隣県有地への一体的移転整備を行う。 

 

２ 建設予定地  

県営住宅駒沢
こまざわ

新町
あらまち

第２団地一部跡地（所在地：長野市徳間 1144-3他、敷地面積：約 8,600㎡）  

【当該地のメリット】 

・駅やバス停などの公共交通機関が近く、利便性が向上 

・現在地よりも災害リスクが低く、地盤等の敷地条件が良好（事業費の抑制にも繋がる） 

 

３ 施設規模 

(1)病床数・入所定員数 

地域医療構想、医療提供体制の「グランドデザイン」を踏まえ、次の方向性とする。 

 ◆整形外科手術病棟を廃止し、中途障がい者が社会復帰等を目指すための専門リハビリに特化 

◆今後の人口減少や他病院との役割分担等を考慮し、病床数と入所定員数を縮小 

区分 現状 建替え後 

病院 病床数：80 床 

整形外科病棟（急性期機能）：40床 

リハビリ病棟（回復期機能）：40床 

病床数：60 床 

整形外科病棟（急性期機能）：廃止 

リハビリ病棟（回復期機能）：60床 

障害者支援施設 入所定員：60 人 入所定員：40 人 

(2)延床面積 

10,500㎡程度（４階建てを想定）※他県同種施設の面積等を参考に設定。 

 

４ 概算事業費 

134億円程度（建設工事費、設計・工事監理費、医療機器購入費、移転費等を含む） 

※近年の他自治体の整備事例等を踏まえ、建物の ZEB 化を想定して試算。 

※今後実施する基本設計等により精査する。 

 

５ 想定スケジュール 

Ｒ８年度 Ｒ９～10 年度 Ｒ11～13 年度 Ｒ14 年度 

基本計画・設計プロポーザル 基本設計・実施設計 工事 新棟供用開始(見込) 

 

建設予定地 

約２㎞

㎞ 

現在地 

※自動車運転訓練場は現施設を利用 

 



1　病床数及び病床機能に変更のあった医療機関

医療機関名 変更前 変更後 備考

長野赤十字病院

635床

高度急性期278床

急性期357床

617床

高度急性期273床

急性期344床

内容：許可病床数の削減

【詳細は別紙１のとおり】

JA長野厚生連

長野松代総合病院

361床

高度急性期20床

急性期297床

回復期44床

352床

高度急性期20床

急性期288床

回復期44床

内容：許可病床数の削減

【詳細は別紙２のとおり】

長野市民病院

400床

高度急性期201床

急性期143床

回復期56床

400床

高度急性期169床

急性期175床

回復期56床

内容：病床機能の変更

【詳細は別紙３のとおり】

特定医療法人

新生病院

155床

回復期88床

慢性期67床

155床

回復期80床

慢性期75床

内容：病床機能の変更及び2026年度に

増床意向

【詳細は別紙４のとおり】

東口病院
47床

（急性期47床）

39床

（急性期39床）

内容：許可病床数の削減

【詳細は別紙５のとおり】

鳥山眼科
９床

（急性期９床）
０床

内容：許可病床数の削減

【詳細は別紙６のとおり】

2　病床数等の変更時期に変更のあった医療機関

医療機関名 変更前 変更後 備考

クリニック

コスモス長野

2024年４月に

慢性期19床を

介護施設等へ転換

2030年４月に

慢性期19床を

介護施設等へ転換

内容：介護施設等への転換時期の変更

【詳細は別紙７のとおり】

※　別紙「対応方針」の変更箇所を朱書きで表記

（参考）　対応方針どおり病床数に変更のあった医療機関

医療機関名 変更前 変更後 備考

島田内科

クリニック

４床

（急性期４床）
０床

内容：対応方針どおり2025年に無床診

療所へ変更。

地域医療構想における2025年に向けた対応方針の変更について

00114040
スタンプ



地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和６年（2024年）７月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和６年（2024年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題
①特徴

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

長野赤十字病院

70 3.2人数 193 5.6

感染症病床
0 45 0 0

看護師 准看護師
非常勤
5.8

常勤 非常勤
0

急性期 回復期 慢性期 休棟中
362 0 0 0

常勤 非常勤
0

看護補助者

回答欄

（１）三次救急医療機関としての更なる充実のため、救急科医、麻酔科医等マンパワーの拡充。
（２）高度急性期・急性期医療を行いながら診療の効率化の推進や救急患者の受け入れを強化するため、後方病院・施設との
　　　更なる連携強化。
（３）「循環器病対策推進計画」「脳卒中と循環器病克服第二次5ヵ年計画」に沿った「包括的脳卒中センター」及び「包括的
　　　循環器病センター」の指定
（４）昭和58年10月に現在地に移転新築してから既に39年経過し、老朽化が進行している。
（５）働き方改革を踏まえた労務管理やタスクシフト/シェアの推進

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につい
て記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

常勤 非常勤 常勤

635 273
合計 高度急性期

内科,腫瘍内科,呼吸器内科,循環器内科,消化器内科,腎臓内科,神経内科,糖尿病・内分泌内科,血液内科,感染症内科,外科,婦人腫瘍科,
呼吸器外科,心臓血管外科,乳腺・内分泌外科,消化器外科,肝胆膵外科,脳神経外科,整形外科,形成外科,小児科,小児外科,産婦人科,眼
科,耳鼻咽喉科・頭頸部外科,皮膚科,泌尿器科,精神科,歯科口腔外科,アレルギー科,リウマチ科,リハビリテーション科,放射線治療科,
放射線診断科,麻酔科,病理診断科,臨床検査科,救急科

805

療養病床 精神病床

（１）病床数680床（一般635床、精神45床）を有し、38の標榜診療科により地域の高度急性期医療を担っている。
（２）人道・博愛・奉仕の赤十字精神にのっとり、患者さん中心で質の高い医療を実践するという病院理念のもと、①地域医療支
　　　援病院としての役割、②基幹・地域災害拠点病院、③次世代医療人の育成を当院の使命としている。
（３）地域医療支援病院では、救急医療、がん診療、周産期母子医療の３つを柱とした診療に取り組んでいる。
　・北信地域の三次救急を担う救命救急センターとして「断らない救急」・「救急診療の質の向上」に努めている。
　・地域がん診療連携拠点病院に指定されており、高精度放射線治療センターを開設し、ダ・ヴィンチ手術装置などの高度な治療
　　環境の整備に努めている。また、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている。
　・地域周産期母子医療センターとして、母体搬送・新生児特定集中治療室との連携により、妊婦と新生児の二つの大切な命を
　　守っている。
（４）災害医療では県内唯一の基幹災害拠点病院に指定されており、DMAT隊と救護班の編成を行い、救援物資の備蓄と配分など
　　　の体制を常に備えている。
（５）人材育成については、基幹型医科・歯科臨床研修病院として、更には医学生・他職種の学生も多数受け入れている。
（６）新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ病棟として、重症患者用病床（Ｓ２病棟）６床のほかEICUや一部病棟を専用化
　　　し、地域の感染症診療を支えている。

結核病床
680 635

職種 医師
形態

96

医療機関番号

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する患
者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関 ◎

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関 ○

合計 一般病床

00114040
スタンプ



【具体的な今後の方針】

（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

廃止 10 10 2025年度 100 100 90 2030年度

2025年との差
（C－B）

0
-82
0
0

0

-82

0

0 0 0

再
稼
働

273
344
0
0

0

617

273
262
0
0

0

535

2025年度

高度急性期 273 0 0
急性期
回復期 0 0 0
慢性期 0 0 0

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

-100 2030年度

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

・重症の救急患者、手術を要する患者や専門治療が必要な患者に対する高度急性期および急性期医療を引き続き担っていく。
・地域医療支援病院として、救急医療、がん診療、周産期母子医療の３つを柱とした診療体制を引き続き強化する。

362 -18

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

合計 635 -18 -100

非稼働病棟の
有無

無

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等） ○

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関



許可病床数の変更について 

 

長野赤十字病院 

院長 小林 光 

 

1. 変更内容 

 許可病床数 680 床を 652 床に変更する。 

 

病床機能 2023.7.1 時点 2024.7.1 時点 
2025 年 

（昨年の報告） 

高度急性期 278 278 273（273） 

急性期 357 357 344（352） 

回復期 0 0 0 

慢性期 0 0 0 

合計（許可病床数） 635 635 617（625） 

 

2. 変更理由 

現在の当院の経営状況は、新型コロナウイルス感染症による患者受療動向の変化に加えて、

物価高騰や診療報酬改定の影響により、非常に厳しいものとなっている。 

このような状況の中、昨年、医療機関に対する支援として国の令和 6 年度補正予算におい

て令和 6 年度医療施設等経営強化緊急事業（病床数適正化支援事業）が実施された。 

現在の当院はコロナ禍前と比較して、新入院数は戻りつつあるものの、平均在院日数が短縮

傾向の影響もあり、病床稼働率はコロナ禍前には戻っていない。当院は全国の赤十字の同規模

病院と比較し、平均在院日数は長めで推移してきており、今後も当面この状況に変化はないと

見込んでいる。更に少子化による労働人口減少が加速する中で、現在の許可病床数で引き続き

運用することは困難と考えている。 

以上のことから、許可病床数を変更して経営改善を図りたい。 

 なお、今回の許可病床数の変更は、新病院に向けた一部許可病床の返還計画を早めるもので

ある。 

 また、許可病床数を実働病床数に合わせる変更のため、業務体制の変更は生じない。 

3. 変更時期 

2025 年 7 月 1 日 

以上 



地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和６年（2024年）７月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和６年（2024年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題
①特徴

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

85

医療機関番号

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する患
者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

○

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関 ○

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関 ◎

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関 ○

合計 一般病床 療養病床 精神病床

・当院は、急性期から回復期まで対応しており、病院群輪番制参加病院として軽症～中等症の入院を要する救急患者に24時間対応して
いる。また、関連施設である附属若穂病院（医療療養病床）や地域の他医療機関との連携により地域完結型医療を進めている。また、
当院の位置する地域は開業医が少ないため近隣の患者にとってのかかりつけ医的な役割を担っている。これまでの脳卒中・脳血管疾患
や筋骨格系・外傷疾患、乳房系疾患にくわえ、ダイエット科やエイジングケア科の開始により、生活習慣病等に対して病気が重篤にな
る前の自費診療を含めた治療や、美容診療を開始する等、特色ある診療をおこなっている。昨年2021年には長野県内で初めて「地域密
着臨床研修病院」に指定された。また、医師だけではなくナースプラクティショナーの資格取得等、医療スタッフが働きながら資格を
取得できる環境体制を整える事にもに力を入れている。

結核病床
365 361

職種 医師
形態 常勤 非常勤 常勤

361 20
合計 高度急性期

内科,呼吸器内科,循環器内科,消化器内科,神経内科,外科,呼吸器外科,心臓血管外科,脳神経外科,整形外科,形成外科,小児科,産婦人
科,眼科,耳鼻咽喉科,皮膚科,泌尿器科,精神科,心療内科,歯科口腔外科,アレルギー科,リウマチ科,リハビリテーション科,放射線科,麻
酔科

303

回答欄

・新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、感染症指定病院として同感染症の対応を進めてきたが、勤務医の減少などにより一般診療
との両立に厳しさを増している状況。
・医師を中心とする医療従事者の確保（高齢化や開業などによる勤務医の減少）・患者ニーズ・経営状況等を見極めながら今後の適正
病床数を視野に急性期病床数のダウンサイジングも検討しなければならない。

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につい
て記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

感染症病床
0 0 0 4

看護師 准看護師
非常勤
11.1

常勤 非常勤
3

急性期 回復期 慢性期 休棟中
302 39 0 0

常勤 非常勤
3.7

看護補助者

26 2.6人数 50 6.1

長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院

00114040
スタンプ



【具体的な今後の方針】

（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中

○

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等）

⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

合計 361 -9 -9

非稼働病棟の
有無

無

302 -14

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

-14

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

これまでの方針に大きな変化はないが、加えて2020年に病床転換した回復期リハビリテーションの役割を担っていく（2025年5月に回

復期病床を5床増床）。また、地域の入院患者数の減少傾向を踏まえ、医療資源の適正配置を図る必要があると判断し、医療従事者の

確保や施設の効率的運用を目的とし、2025年9月に休床中等の9床を削減する予定。

回復期 39 5 5
慢性期 0 0 0

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

20
288
44
0

0

352

20
288
44
0

0

352

2025年5月、9月

2025年5月

高度急性期 20 0 0
急性期

2025年との差
（C－B）

0
0
0
0

0

0

0

0 0 0

再
稼
働

廃止 0 0 0 0 0



許可病床数の変更について 

 

長野県厚生農業協同組合連合会 

                            長野松代総合病院 

院長 宮 原 隆 成 

 

1. 変更内容 

 許可病床数 361 床を 352 床に変更する。（感染症病床 4 床除く） 

 

病床機能 2024.4.1 時点 2025.4.1 時点 2025.10.1 

高度急性期 20 20 20 

急性期 302 297 288 

回復期 39 44 44 

慢性期 0 0 0 

合計（許可病床数） 361 361 352 

 

2. 変更理由 

地域の入院患者数の減少傾向を踏まえ、医療資源の適正配置を図る必要があると判断し、

医療従事者の確保や施設の効率的運用を目的とし、休床中等の 9 床を削減することと致

しました。 

 

3. 変更時期 

2025 年９月 30 日 

 

 

以上 

 



地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和６年（2024年）７月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和６年（2024年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題
①特徴

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

長野市民病院

28 3.6人数 118 1.7

感染症病床
0 0 0 0

看護師 准看護師
非常勤
21.3

常勤 非常勤
0

急性期 回復期 慢性期 休棟中
175 56 0 0

常勤 非常勤
0

看護補助者

回答欄

・継続的な医療従事者の確保、専門性を持った人材の確保・育成
・働き方改革への対応（医師の労働時間管理、タスク・シフティング、タスク・シェアリング、ワークライフバランスの適正化、働き
やすい職場環境づくり、等）
・病院再整備事業（既存棟改修）による施設の長寿命化対応（老朽化、狭隘化の解消等）及び職場環境の改善
・高額医療機器更新計画の推進
・デジタル技術の活用による業務効率化、患者サービスの向上
・災害対応の体制強化
・新興・再興感染症の発生・拡大時に、関係機関・関係団体等との連携・協力により、一般医療との両立を含め必要な医療の提供を行
うための感染症対策強化

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につい
て記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

常勤 非常勤 常勤

400 169
合計 高度急性期

内科、脳神経内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、緩和ケア内科、精
神科、小児科、外科、消化器外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、大腸外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外
科、リウマチ科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、リハビリテーション科、放射線診断
科、放射線治療科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科

468

療養病床 精神病床

・地域医療支援病院及び地域がん診療連携拠点病院として、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４疾病をはじめとする生活習慣病
を主体とした高度急性期・急性期医療を提供している。
・コロナ禍においても24時間365日救急医療体制を維持し、救急搬送等による重症者の受け入れを行うとともに、長野市医師会との協
働による長野市民病院・医師会 急病センターの運営等により夜間初期救急医療を提供している。また、地域災害拠点病院及び長野県
DMAT指定病院として、災害発生時に備えた体制を整備している。
・地域の医療機関等との機能分担と連携を図りながら、地域包括ケア病棟の活用や24時間体制での訪問看護の提供を通じて、在宅復帰
支援や在宅からの直接入院の受入れを行う中で、地域包括ケアシステムの構築を支援している。
・予防医療や近隣病院等への診療支援にも取り組んでおり、日帰り人間ドック等による健診事業を推進しているほか、へき地医療を担
う長野市国保鬼無里診療所や医師不足の近隣病院等への医師派遣等を行っている。
・人口減少、少子・高齢化対策に長野市と協働して取り組み、子どもに関わる政策的医療として、高度生殖医療等の不妊治療を提供す
るとともに、小児心身症・発達障害等の専門的な治療やリハビリテーションを提供している。

結核病床
400 400

職種 医師
形態

81

医療機関番号

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する患
者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

○

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関 ◎

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関 ○

合計 一般病床

00114040
スタンプ



【具体的な今後の方針】

（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

廃止 0 0 0 0 0

2025年との差
（C－B）

0
0
0
0

0

0

0

0 0 0

再
稼
働

169
175
56
0

0

400

169
175
56
0

0

400

2023年4月

2023年4月

2023年4月

高度急性期 169 0 0
急性期
回復期 56 0 0
慢性期 0 0 0

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

0

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

・「がん診療」及び「脳・心臓・血管診療」をはじめとする高度急性期・急性期医療の更なる充実を図る。
・長野市北部地域の救急医療の拠点として、救急車搬送による重症患者の受入れを強化するとともに、長野市医師会との協働により夜
間初期救急医療を提供する。
・地域の関係機関等との機能分担と連携を図りながら、地域包括ケア病棟及び訪問看護の体制強化により、在宅復帰支援や高齢者のサ
ブアキュート入院等の地域で求められるニーズに対応し、地域包括ケアシステム構築を支援する。
・長野市と連携し、引き続き予防医療や子どもに関わる政策的医療、並びに診療支援等に取り組む。

175 0

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

合計 400 0 0

非稼働病棟の
有無

無

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等）

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関



地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和６年（2024年）７月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和６年（2024年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

103

医療機関番号

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する
患者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

◎

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関 ○

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関 ○

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等）

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関 ○

合計 一般病床 療養病床 精神病床

当院は在宅療養支援病院として、次の４つの病棟を有しています。
・地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養病棟、緩和ケア病棟
退院後の生活を継続的に支えるため、訪問診療を積極的に展開。2025年度からは訪問看護ステーションも開設し、高齢者が「時々
入院、ほぼ在宅」で安心して暮らせる体制をさらに強化しました。
一方で、次のような課題にも直面しています。
1.　広域からの受け入れニーズの増加
・長野医療圏に属しながらも、中野市・飯山市・山ノ内町など北信医療圏からの入院依頼が多い
・訪問診療の依頼エリアは当院から16kmを超える地域まで広がっている
2.　要介護者受け入れ施設の不足
・北信医療圏には、介護度が高く医療管理が必要な高齢者を受け入れる施設が限られている
・地域包括ケア病棟で治療後も、継続入院が必要なケースが増加
3.　人口動態の変化への対応
・今後10年間で総人口は減少する一方、後期高齢者は増加する見込み
・病棟編成の見直しや、医療・介護サービスのバランス調整が求められる
・訪問看護、訪問診療のさらなる充実と、広域病院・介護施設との連携強化による新たな地域包括ケアネットワークの構築が必要

これらを踏まえ、地域包括ケア病棟（回復期）の増床をはじめとする体制強化を図ることで、広域医療ニーズに応え、地域住民が
安心して生活できる医療連携基盤を一層充実させてまいります。

結核病床
155 96

職種 医師
形態 常勤 非常勤 常勤

155 0
合計 高度急性期

緩和ケア内科、内科、循環器内科、消化器内科、脳神経外科、整形外科、形成外科、小児科、婦人科、皮膚科、泌尿器科、歯科、
歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科

92

回答欄

①に記載

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につ
いて記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

感染症病床
59 0 0 0

看護師 准看護師
非常勤
14.25

常勤 非常勤
3

急性期 回復期 慢性期 休棟中
0 76 79 0

常勤 非常勤
0.78

看護補助者

20 9.34人数 11 3.95

特定医療法人新生病院 ＜確認方法等＞
◯Ｒ６年度に御協力いただいた対応方針について、最新の病床機能報告の内容を反

映させていただいたものとなっています。

〇内容を御確認いただき、更新が必要な場合には、

します。

〇回答欄が不足する場合、「セルの幅や高さ」を調整

はしないでください。

◯

＜留意点＞
◯更新される内容に応じ、調整会議での再協議をお願いする場合がありますので、

ご承知おき願います。

◯注意事項を吹き出しで欄外に記載しておりますので、確認をお願いします。

00114040
スタンプ



（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中

○⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

合計 155 0 8

非稼働病棟の
有無

無

0 0

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

0

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

①機能強化型在宅支援病院（単独型）の機能を強化し、地域密着型医療を推進するための人的・物的資源の確保に努める。
②認知症ケアに強い病院づくりのため、認定医、認定看護師を中心としたシステムを構築する
③周辺医療機関の役割分担の方向性を見据えて、ポストアキュート機能を持つ病床数の適正化を図る。地域包括ケア病棟の病床数
の見直しを行う予定。

回復期 76 4 12
慢性期 79 -4 -4

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

0
0
80
75

0

155

0
0
88
75

0

163

2024年9月

2024年9月

高度急性期 0 0 0
急性期

2025年との差
（C－B）

0
0
8
0

0

8

2026年10月

2026年10月

0

0 0 0

再
稼
働

廃止 0 0 0 0 0
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病床増床に関する申請書 

特定医療法人 新生病院 

 

1. これまでの病床転換と現状・今後の計画 

当院は長野医療圏北部に位置し、高齢者を中心とした住民の包括的なケアを担い、「ほぼ

在宅、時々入院を」を実践する全 155 床の在宅支援病院です。高齢者の救急搬送に対応する

ため、2024 年の地域医療構想会議で回復期病床の増床承認を頂きました。2025 年 10 月現在

の病床編成は資料のとおりです。 

さらに、2026 年秋には地域包括ケア病床を 48 床に増床する改築工事を予定しています。

合計 155 床にするため、当初は慢性期病床を 8 床減らし、47 床にする計画でしたが、療養

病床の高い稼働率を踏まえ、療養病床 55 床を維持し、総病床数を 163 床に増やすことを要

望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地域特性と療養病床ニーズ 

当院は長野医療圏北部に位置し、須高地域（須坂・高山・小布施）に加え、中野市や飯山

市からも多くの患者を受け入れています。総人口は減少傾向にありますが、2025 年から

2030 年にかけて 85 歳以上の高齢者が急増し、2035 年には約 1.3 倍となる見込みです。（資

料 1、2） 

長野医療圏では回復期病床が不足しており、当院の地域包括ケア病棟増床もその対応の一

環です。地域包括ケア病棟はポストアキュート患者の自宅退院支援を担っており、当院では

多職種による支援体制により高い在宅復帰率と短期間の平均入院期間を実現しています。 

一方で、独居や高齢夫婦世帯の増加により自宅退院が困難なケースや、医療必要度の高い

患者は年々増加しています。近隣の療養病床を有する医療機関としては、轟病院（須坂

市）、北信総合病院（中野市）、飯山赤十字病院（飯山市）が挙げられますが、いずれも満床

に近い状況にあり、実際には連携というよりもそれぞれが限界まで病床を稼働させているの

が現状です。そのため、当院でも月平均数件の入院希望患者を受け入れられない事例が発生

しています。さらに、医療と介護の複合ニーズに対応できる施設が十分に整備されていない

ことから、療養病床は地域において不可欠な役割を果たしています。 

2024年度 2025年度 2026年度

（承認） （現在） 今回の申請

回復期 地域包括ケア病棟 48 40 48

回復期リハ病棟 40 40 40

慢性期 療養病棟 47 55 55

緩和ケア病棟 20 20 20

合計 155 155 163
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3. 療養病棟増床の必要性と算出根拠 

2024 年度の入院患者数は 1,245 人、退院患者数は 1,242 人であり、療養病棟は平均在院日

数 92.9 日、稼働率約 98.6％、今年度 8 月末までの平均稼働率も 99.3％とほぼ満床状態が続

いています。（資料 3～5）急性期病院からの患者受け入れのうち、60 日以内の自宅退院が見

込まれる患者は地域包括ケア病棟で速やかに受け入れていますが、長期ケアが必要な患者は

療養病床への入院を希望し、待機期間が長くなる傾向です。 

療養病棟に入院できなかった年間 48 人を基に、平均在院日数 92.9 日、稼働率 99.3%で計

算すると、試算上約 12～13 床の増床が必要となりますが、建物構造等の制約から現実的に

は最大 8 床の増床が可能です。この増床により、転院患者や急性期治療後の高齢者救急患者

の受け入れ体制を強化し、地域の医療需要に応えることができます。 

＜算出根拠＞ 

年間 48 人（療養病棟に入院できなかった件数）× 平均在院日数 92.9 日 ÷ 365 日 ＝ 12.22 床  

12.22 床 ÷ 稼働率 99.3％ ≒ 12.3 床 

 

4. 増床後の役割と連携強化 

当院は第 3 期信州保健医療総合計画「グランドデザイン」を踏まえ、増床後は地域型病院

として以下の機能強化を図ります。 

（1） ポストアキュート機能  

・地域連携室を通じた病病連携（主に長野赤十字病院、長野市民病院、信州医療セ

ンター、北信総合病院）の強化  

◆急性期病院で治療後、自宅に退院困難な患者、癌の治療が Best Supportive Care

の段階に入り、新生病院での治療を望む患者などを受け入れ 

（2） サブアキュート機能（高齢者救急対応） 

・自院の外来および訪問診療・訪問看護を利用している患者の救急対応 

・地域の診療所からの入院依頼に対する対応 

◆最近は須坂市や中野市の整形外科クリニックからの緊急入院の依頼（圧迫骨折に

よる疼痛のため動けない高齢者・・・急性期病院には入院できません）が続いてい

ます。 

・介護者の急病や疲労により自宅で生活できなくなった高齢者の受け入れ（レスパ

イト入院） 

◆インスリン治療中、喀痰吸引が必要などショートステイで対応できない患者、介

護者の急病で緊急入院が必要な患者をレスパイト入院で積極的に受け入れていま

す。 

（3） 在宅医療の推進 

・訪問診療と訪問看護の連携 

・在宅と入院の垣根をなくす在宅緩和ケアの推進 

・ケアマネジャーと情報共有することで質の高いケアプランを作成する 
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5. 医療従事者の確保体制と地域連携 

増床に対応するため、医師・看護師・リハビリスタッフ・医療ソーシャルワーカー等の人

員確保を計画的に進めています。令和 7 年度には常勤医師 3 名、正看護師 5 名、リハビリス

タッフ 4 名、医療ソーシャルワーカー2 名を採用済みであり、今後増床に合わせて追加採用

を予定しています。実習生受け入れや奨学金制度、地域養成機関との連携を通じて、将来的

な人材確保にも取り組んでいます。これにより、増床後も安定した医療・介護サービスの提

供が可能となります。 

「地域連携室」には室長以下常勤スタッフを充実させ、各病棟のカンファランスに参加

し、ケアマネジャーと顔が見える関係を大切に、きめ細かな退院支援を実施しています。 

 

6. まとめとお願い 

療養病棟 8 床の増床は、長野医療圏北部における高齢者医療の安全弁として、地域包括ケア

の要を担う重要な計画です。これにより、急性期病院からの円滑な転院、在宅復帰支援の促

進、医療・介護両面での地域完結型体制の確立が可能になります。 

地域の高齢者が安心して「最期まで自分らしく暮らせる」医療圏の実現に向け、8 床増床の

ご承認を心よりお願い申し上げます。 

 

 

＜病床増床に関する申請書添付資料（別紙）＞ 

資料 1 85 歳以上人口は 2025 年～2030 年にかけて急増 

資料 2 85 歳以上人口のピークは 2035 年 

資料 3 2024 年度 病床稼働実績 全体 155 床 

資料 4 2024 年度 病床稼働実績 療養病棟 55 床 

資料 5 2025 年度（～8 月末）病床稼働実績 療養病棟 55 床 

資料 6 地域包括ケア病棟（2 階) 工事範囲 全体案 
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2024年度 病床稼働実績 全体｜155床 資料3
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全155床に対して、2024年度の病床稼働実績は150.7床（97.2％）
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2024年度 病床稼働実績 療養病棟 ｜55床 資料4
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全55床（2024.4～8月末までは59床）に対して、2024年度の病床稼働実績は55.9床（98.6％）
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全54床に対して、2025年度8月末までの病床稼働実績は54.6床（99.3％）
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地域包括ケア病棟（2階) 工事範囲 全体案 資料6
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地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和７年（2025年）４月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和７年（2025年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題
①特徴

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

97

医療機関番号

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する患
者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

○

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関 ◎

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関

合計 一般病床 療養病床 精神病床

　消化器専門病院として、胃・大腸・腹部ヘルニア胆道系・胆石などの消化器系の病気の診断と治療を専門としています。外科的処置
（手術）と内視鏡を使用しての処置を得意としています

結核病床
39 39

職種 医師
形態 常勤 非常勤 常勤

39 0
合計 高度急性期

消化器内科（胃腸内科）,こう門内科,外科,消化器外科（胃腸外科）,こう門外科,麻酔科

9

回答欄

従事者の確保及び教育。入院患者数の増加

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につい
て記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

感染症病床
0 0 0 0

看護師 准看護師
非常勤
5.6

常勤 非常勤
6.9

急性期 回復期 慢性期 休棟中
39 0 0 0

常勤 非常勤
3.5

看護補助者

0 0人数 3 2.5

東口病院

00114040
スタンプ



【具体的な今後の方針】

（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中

○

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等）

⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

合計 47 -8 -8

非稼働病棟の
有無

無

47 -8

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

-8

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

消化器専門病院として、地域を支える病院として貢献できるよう努めていきたい。

回復期 0 0 0
慢性期 0 0 0

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

0
39
0
0

0

39

0
39
0
0

0

39

2025年4月

高度急性期 0 0 0
急性期

2025年との差
（C－B）

0
0
0
0

0

0

0

0 0 0

再
稼
働

廃止 0 0 0 0 0



許可病床数の変更について 

 

東口病院 

院長 宗像 康博 

 

1. 変更内容 

 許可病床数 47 床を 39 床に変更する。 

 

病床機能 2023.7.1 時点 2024.7.1 時点 2025 年 

急性期 47 47 39 

回復期 ０ ０ ０ 

慢性期 ０ ０ ０ 

合計（許可病床数） 47 47 39 

 

2. 変更理由 

稼働率低下及び用途変更に伴う病床減床 

 

3. 変更時期 

2025 年 4 月 1 日 

 

 

以上 

 



地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和６年（2024年）７月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和６年（2024年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題
①特徴

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

医療法人あけぼの会　鳥山眼科医院

0 0人数 1 0.1

感染症病床
0 0 0 0

看護師 准看護師
非常勤

0
常勤 非常勤
0

急性期 回復期 慢性期 休棟中
9 0 0 0

常勤 非常勤
0

看護補助者

回答欄

コロナ感染の危険性があるため、現在は入院手術はできるだけ控えている。

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につ
いて記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

常勤 非常勤 常勤

9 0
合計 高度急性期

眼科

4

療養病床 精神病床

⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

日帰り手術が困難な患者さま向けに一泊入院手術を行っている。
日帰り手術

結核病床
9 9

職種 医師
形態

149

医療機関番号

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する
患者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等） ◎

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関

合計 一般病床

00114040
スタンプ



【具体的な今後の方針】

（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

廃止 0 0 0 0 0

2025年との差
（C－B）

0
-6
0
0

0

-6

0

0 0 0

再
稼
働

0
6
0
0

0

6

0
0
0
0

0

0

2024年9月

高度急性期 0 0 0
急性期
回復期 0 0 0
慢性期 0 0 0

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

-9 2026年2月

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

現状を維持しつつ、後継について検討。
日帰り手術に限定

9 -3

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

合計 9 -3 -9

非稼働病棟の
有無

無

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中



許可病床数の変更について 

 

鳥山眼科医院 

院長 鳥山 建二 

 

1. 変更内容 

 許可病床数６床を０床に変更する。 

 

病床機能 2024.1.1 時点 2025.1.1 時点 2026.2.1 

急性期 ９ ６ ０ 

合計（許可病床数） ９ ６ ０ 

 

2. 変更理由 

日帰り手術に限定し病床は不必要なため 

 

3. 変更時期 

2026 年２月１日 

 

 

以上 

 



地域医療構想における2025年に向けた対応方針

医療機関名：

１．自院の現状
（１）許可病床数（令和６年（2024年）７月１日時点）

①病床の種別毎の病床数

②病床機能毎の病床数　※一般・療養病床のみを算定

（２）医師・看護職員の職員数（令和６年（2024年）７月１日時点）

（３）診療科目（令和６年（2024年）７月１日時点）

（４）自院の特徴と課題
①特徴

②課題

２．今後の方針
（１）自院の今後の方針

157

医療機関番号

○

③　在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する
患者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括ケアの拠点となる医療機関

○

⑤　長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関 ◎

①　重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関

②　救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関

⑥　特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等）

④　回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関

合計 一般病床 療養病床 精神病床

⑦　かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

当法人は、有床診療所である当院をはじめ、介護老人保健施設、グループホーム、在宅介護各種サービス、高齢者住宅などを展開
し、地域の要介護高齢者への介護と医療を一体的に提供できる仕組みを備えている。入院については、地域の急性期病院の後方支
援や在宅や施設等で急性増悪した患者の受け入れ先として、長期療養が必要な患者への入院医療等を提供している。外来について
は、在宅支援診療所として、在宅の要介護高齢者に訪問診療を中心に予防的な医療から看取りまで高齢者医療を行っている。

結核病床
19 19

職種 医師
形態 常勤 非常勤 常勤

19 0
合計 高度急性期

内科,外科,リハビリテーション科

5

回答欄

・継続的な医療従事者の確保。
・入院患者の多くは要介護状態で長期療養が必要なため入院が長期化し、経営的に採算がとれていない。
・上記の事情から、専門スタッフの配置も難しく、専門医療や重症患者への対応が困難である。

2025年・2030年を見据え、貴医療機関が圏域の中で担う役割について以下から該当するものを選択いただくとともに、具体的な今後の方針につ
いて記載してください。（該当する役割すべてに「〇」、そのうち主たる役割を１つ選択のうえ「◎」を記載願います。）

今後の圏域における役割

感染症病床
0 0 0 0

看護師 准看護師
非常勤
2.1

常勤 非常勤
4

急性期 回復期 慢性期 休棟中
0 0 19 0

常勤 非常勤
1.2

看護補助者

3 0人数 3 0.8

クリニックコスモス長野 ＜確認方法等＞
◯Ｒ６年度に御協力いただいた対応方針について、最新の病床機能報告の内容を反

映させていただいたものとなっています。

〇内容を御確認いただき、更新が必要な場合には、

します。

〇回答欄が不足する場合、「セルの幅や高さ」を調整

はしないでください。

◯

＜留意点＞
◯更新される内容に応じ、調整会議での再協議をお願いする場合がありますので、

ご承知おき願います。

◯注意事項を吹き出しで欄外に記載しておりますので、確認をお願いします。

00114040
スタンプ



【具体的な今後の方針】

（２）2025年における非稼働病棟への対応
①非稼働病棟の有無（2024.7.1時点）

②非稼働となっている理由

③非稼働病棟における2025年の方針

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

←非稼働病棟の方針が未定の場合のみ選択

④｛再稼働｝を選択した場合：再稼働後の当該病棟における役割等を記載（担う役割、医療従事者の確保見込み等）

　｛検討中｝を選択した場合：方針が決まらない要因、いつまでに方針が決まる見込みかを記載

（３）2025年・2030年における許可病床数の予定

※　左欄で「0」以外の数値が入っている欄に変更予定時期を記入してください。(記入例：2027年７月)

←再稼働する場合、再稼働後の病床機能を選択（一部のみ再稼働する場合もこちらを選択）

←廃止する場合、こちらを選択（非稼働病棟を全床廃止する場合のみ選択）

検
討
中

合計 19 -19 -19

非稼働病棟の
有無

無

0 0

方針

廃
止

　　※　上記設問の(2),③にて、「再稼働」・「検討中」を選択した場合に回答

　※　上記設問の(2),①にて、非稼働病棟が「有」となっている場合に回答

0

病床機能
2024.7.1時点

（A）
現在との差
（B－A）

現在との差
（C－A）

2030年
（C）

2025年
（B）

変更時期１
(※)

変更時期２
(※)

介護医療院への転換。

回復期 0 0 0
慢性期 19 0 -19

介護施設等への転換 0

休棟 0 0 0

0
0
0
19

0

0
0
0
0

19

0

2030年4月

高度急性期 0 0 0
急性期

2025年との差
（C－B）

0
0
0

-19

19

0

19

0 0 0

再
稼
働

廃止 0 0 0 0 0



2025年推計値
（参考値）

対応方針平成27年度病床機能報告

（2015.7.1時点）

76 74 74

0

1229
1278 1234 1168 1173 1047

621
709 805 877 864 1196

2227

2367 2176 2088 2205
1634

977
536

545 545 546

543

（▲441）

（＋140）

（＋88）

（＋49）

（＋9）

（▲191）

（▲44）

（＋96）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期
療養
病床
948

一般
病床
4,106

5,054 床
（許可病床）

2024.7.1時点 2025.7.１時点 2030年意向
※R8..3.5時点

4,966床
（許可病床） 4,834床

（許可病床）

4,420床

4,752床
（許可病床）

（±0）

（＋72）

（▲66）

（▲88）

▲88床 ▲132床
▲82床

休棟

※ あくまで地域の関係者で将来
の医療提供体制の構築に向けた
検討を進める上での参考値であり、
病床数の削減目標ではない。

対応方針 － 機能別病床数の意向 － （長野医療圏）

○ 2025年７月１日時点と2024年７月１日時点の許可病床数を比較すると、急性期から回復期への転換等が図られ、総病床数は132床減少
する見込み。
○ 2030年の意向を集計した結果、2025年の意向から急性期・慢性期が減少、回復期が増加し、総病床数では82床減少する見込みとなって
いる。

1

(参考)2030年意向
※R6.3.31時点

4,819床
（許可病床）



１　趣旨

２　事業概要

(1) 対象（実施）事業

Ⅰ-1　病床機能分化・連携推進事業

・ 回復期病床への転換や地域の医療提供体制における脆弱な分野または専門性の高い分野の強化を行う

　医療機関の施設整備等の支援 《別紙一覧　No.5》

・ 三次医療圏の基幹病院の強化や二次医療圏の医療提供体制が脆弱な分野の強化に係る施設・設備整備

への支援 《別紙一覧　No.6》

・ 医療提供体制のグランドデザインを推進し、高齢者疾患など今後増加が見込まれる医療ニーズに的確に

　対応するため、地域に密着した病院の機能維持や連携強化の取組等を支援 《別紙一覧　No.7、9》

Ⅰ-2　病床機能再編支援事業

・ 地域医療構想を推進するため、医療機関が行う病床機能再編の支援 《R8は申請無し》

Ⅱ　在宅医療推進事業　　

・ 在宅医療を支える医療機関の運営費の支援 《別紙一覧　No.33》

・ 訪問看護体制の充実のため、訪問看護師の資質向上研修や事業所へのコンサルティングを実施　

《別紙一覧　No.27》

Ⅲ　医療従事者確保事業

・ 医学生修学資金貸与者等のキャリア形成支援や医師不足の医療機関等への配置調整 《別紙一覧　No.34》

・ 産科医等の処遇改善のため医療機関が支給する分娩手当等に対して支援 《別紙一覧　No.40》

・ 看護職員の確保のため、看護師等養成所の運営費に対し支援 《別紙一覧　No.57》

・ 県内の病院で薬剤師として勤務しようとする学生に対する修学資金の貸与等による支援 《別紙一覧　No.62》

Ⅳ　勤務医労働時間短縮事業

・ チーム医療やICT化の推進による医師の働き方改革に取り組む医療機関を支援 《別紙一覧　No.69》
・ 長時間労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援 《別紙一覧　No.70》

(2) 補助事業に係る補助率

原則として　ソフト事業１/２以内又は定額　ハード（施設・設備整備）事業１/３以内

３　令和８年度計画額

令和８年度実施予定の地域医療介護総合確保基金事業（医療分）について

　医療提供体制の改革を推進するため、地域医療介護総合確保基金（医療分）（国：３分の２、県：３分の１の負担

割合（区分Ⅰ-2のみ国：10分の10）で造成）を活用し、県が策定する計画に基づき事業を実施する。

　※なお、計画内容は予算案の状況であり、事業の採否を示すものではありません。

単位：千円

事業区分 R８ R７ 増減

Ⅰ－１ 病床機能分化・連携推進事業 1,114,712 840,611 +274,101

Ⅰ－２ 病床機能再編支援事業 0 156,408 △156,408

Ⅱ　　　在宅医療推進事業 122,266 119,218 +3,048

計 2,344,456 2,014,896 +329,560

Ⅲ　　　医療従事者確保事業 874,623 840,284 +34,339

Ⅳ　　　勤務医労働時間短縮事業 232,855 58,375 +174,480

令 和 ７ 年 度 第 １ 回 長 野 医 療 圏
地 域 医 療 構 想 調 整 会 議

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日

資料

５



（単位：千円）

1,114,712

841,380

1 7,643

2 38,060

3 8,580

4 6,752

5 571,059

6 185,613

7 23,673

273,332

8 8,966

9 35,709

10 2,000

11 114,800

12 11,237

13 1,240

14 268

15 5,363

16 1,268

17 90,840

18 1,641

0

0

19 0

122,266

46,548

20 2,400

21 16,085

22 2,321

23 1,314

24 209

25 13,000

26 5,030

※計画内容は予算案の状況であり、事業の採否を示すものではありません。

かかりつけ医機能強化支援事業
　（かかりつけ医機能の充実強化を図るためのコーディネーターを設置し、地域へ伴走支援）

医療提供体制のグランドデザイン普及啓発事業
　（外来医療に関する普及・啓発のため、県による広報事業、広域連合等が実施する普及啓発活動への支
援）

長野県地域医療対策協議会
　（医師の確保・定着及び地域医療の充実を図るための対策について検討する協議会の運営）

事業区分Ⅰ-2　病床機能再編支援事業（地域医療構想を推進するため、病床機能再編を支援する事業）

地域医療構想を推進するため、病床機能再編を支援する事業

病床機能再編支援事業
　（地域医療構想を推進するため、医療機関が行う病床機能再編の支援）

事業区分Ⅱ　在宅医療推進事業（在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業）

（１）在宅医療を支える体制整備　等

在宅療養退院支援事業
　（患者の退院・在宅療養への移行調整を行う専任職員の配置等への支援）

精神障がい者在宅アセスメントセンター事業
　（緊急医療相談の受付、医療機関の紹介等による在宅患者への支援）

在宅医療普及啓発・人材育成研修事業
　（在宅医療に対する医療関係者の知識等の充実、地域住民への普及啓発活動への支援）

在宅難病患者支援者育成事業（旧．在宅難病患者コミュニケーション支援事業）
　（在宅難病患者支援を行う医療機関等向けの研修の実施及び支援に必要な機器の貸出等）

生活習慣病医療連携体制基盤整備事業
　（生活習慣病における医療関係者の知識向上や多職種連携に関する研修会等の開催）

地域医療人材ネットワーク構築支援事業
　（地域の拠点病院への医師の集約、医師不足病院を支援するネットワークの構築）

　 地域型病院機能維持・強化支援事業
　　（地域型病院が有する機能維持・強化のための施設・設備整備への支援）

（２）病床機能分化に向けた関係機関との連携促進に必要な事業　等

地域医療構想推進事業
　（県単位の地域医療構想調整会議等を開催）
新たな地域医療構想の策定及び保健医療計画見直し事業
　（医療計画の重要事項をデータに基づき検討・議論するため、レセプトデータを活用して医療提供体制を分
析）
医療提供体制のグランドデザイン普及啓発事業
　（地域型病院における役割や魅力発信の取組に対する支援）
病院機能再編・連携強化支援事業
　（医療機関間の役割分担と連携を推進するため、県データ分析体制を強化＋病院機能の見直し等
を支援）在宅医療実施拠点整備事業
　（在宅医療を担う医師・訪問看護師等との連携体制構築や拠点整備に要する機器整備等への支
援）
在宅医療推進協議会等設置運営支援事業
　（多職種による地域の在宅医療に係る協議会、連携体制整備のための検討会等への支援）

　　在宅医療介護連携推進支援事業
　　 （在宅医療介護連携推進の取組を促進するための高齢者施設における研修会等の実施）

在宅医療人材育成基盤整備事業
　（多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成の好事例の情報共有と地域への普及活動）

在宅歯科口腔保健医療研修事業
　（在宅療養患者のための口腔ケアや摂食嚥下訓練等に関する研修会等の実施に対する支援）

三次医療圏・脆弱二次医療圏体制強化事業
　（二次医療圏の医療提供体制が脆弱な分野や三次医療圏の基幹病院の強化に係る施設・設備整備への
支援）

令和８年度 地域医療介護総合確保基金事業一覧

No. 事業名（事業概要） 予算案

事業区分Ⅰ-1　病床機能分化・連携推進事業

（１）医療提供体制の改革に向けた施設・設備の整備　等

地域医療ネットワーク活用推進事業
　（地域における医療情報連携を目的としたネットワークシステム整備への支援）

がん医療提供体制施設設備整備事業
　（がん診療連拠点病院等のがん診療に要する施設・設備整備への支援）

がん診療施設設備整備事業
　（脆弱二次医療圏における病院のがん診療に要する施設・設備整備への支援）

歯科口腔保健医療機器整備事業
　（専門的口腔ケアの充実及び口腔機能管理体制強化のための機器整備の支援）

病床機能分化・連携基盤整備事業
　（再編・統合による建替、回復期等・他用途への転換等要する施設・設備整備の支援）
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No. 事業名（事業概要） 予算案

27 6,189

3,489

28 2,127

29 360

30 1,002

881

31 881

（４）事業区分Ⅱに属する（１）から（３）以外の事業 71,348

32 5,338

33 66,010

874,623

459,879

34 33,414

35 8,265

36 403,200

37 15,000

54,527

38 10,130

39 8,862

40 33,390

41 1,104

42 1,041

5,602

43 790

44 2,829

45 1,983

285,873

46 36,342

47 5,531

48 19,458

49 26,425

50 3,918

51 1,097

52 2,953

53 343

歯科口腔医療関係者人材育成支援事業
　（離職した歯科医療関係者の復職支援等の取組に対する支援）

薬剤師復職・就業支援事業
　（薬剤師復職支援策を検討する協議会の開催、未就業薬剤師向け広報活動、相談会等の実施）

（４）看護職員等の確保・育成のための事業　等

新人看護職員研修指導体制整備事業
　（教育指導者や新人看護職員数に応じた教育担当者の配置等への助成）

新人看護職員研修事業
　（新人看護職員向けの集合研修や新人看護職員の教育担当者向けの研修の実施）

ナースセンター運営事業
　（定年退職者など豊富な経験を有する看護職員の再就業に向けた研修やマッチングを実施）

　  看護職員資質向上支援事業
　　　（訪問看護師が医師の判断を待たずに行える特定行為の研修受講経費に対する支援）

看護人材育成推進事業
　（看護職の研修体系を検討する協議会の運営、研修に係る相談・支援のためのアドバイザー派
遣）
助産師支援研修会
　（助産師のスキルアップに必要な知識・技術の習得のための研修会開催）

　　看護学生等実習指導者養成講習会
　　（看護師等養成所の実習指導者を養成するための研修会を実施）

中堅期保健師研修
　（地域住民の多様な健康ニーズや課題に対応できる保健師を養成するための研修を実施）

長野県女性医師総合支援事業
　（女性医師のライフステージや希望に添った勤務・キャリア形成・生活に関する総合的支援）

信州医師確保総合支援センター運営事業
　（医師等のキャリア形成支援、医学生修学資金貸与者等の研修先や勤務先の配置調整）

長野県ドクターバンク事業
　（医師の無料職業紹介）

長野県医学生修学資金等貸与事業
　（将来県内の医療機関で医師として勤務・研修しようとする医学生に対する修学資金の貸与等）

医師研究資金貸与事業
　（即戦力となる産科医やがん専門医を確保するための医師研究資金等の貸与等）

（２）診療科の偏在対策、医科・歯科連携のための事業　等

発達障がい診療人材育成事業
　（発達障がいを診療できる医師の養成）

発達障がい診療地域ネットワーク整備事業
　（発達障がいを診療できる医師の育成）

産科医等確保支援事業
　（分娩を取扱う産科医の処遇改善のための手当等支給への支援）

長期連休時における精神保健指定医待機事業
　（医療機関の休診日が連続する特定期間における精神保健指定医の確保）

医科歯科連携研修事業
　（医科分野と歯科分野が連携した歯周病等による疾患増に関する研修会等の実施）

（３）女性医療従事者支援のための事業　等

（１）医師の地域偏在対策のための事業　等

訪問看護支援事業
　（訪問看護師向けの研修実施、訪問看護事業者からの相談対応、ネットワーク構築支援等）

（２）在宅医療（歯科）を推進するために必要な事業　等

在宅歯科口腔医療連携室整備事業
　（在宅歯科診療や口腔ケア指導等の相談を受け付ける窓口の運営等）

地域在宅歯科口腔医療実施拠点事業
　（在宅歯科診療に関する相談や地域支援センターとの連携等を行う拠点の整備に対する支援）

 在宅歯科口腔医療設備整備事業
　（在宅歯科診療用の医療機器等の整備に対する支援）

（３）在宅医療（薬剤）を推進するために必要な事業　等

薬剤師を活用した在宅医療推進研修等事業
　（薬剤師のフィジカルアセスメントに係る実習形式の研修会等の実施に対する支援）

　 在宅医療設備整備事業
　　（訪問診療・看護に必要な医療機器・車両・情報端末等の整備に対する支援）

在宅医療運営支援事業
　（県医師会が行う、往診や看取りを実施・支援している医療機関への支援）

事業区分Ⅲ　医療従事者確保事業（医師、看護師等の確保・養成のための事業）
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No. 事業名（事業概要） 予算案

54 2,169

55 7,014

56 329

57 138,751

58 3,583

59 248

60 23,372

61 4,620

62 9,720

65,808

63 8,146

64 37,912

65 16,500

66 3,250

2,934

67 304

68 2,630

232,855

232,855

69 36,651

70 196,204

2,344,456

1,114,712

0

122,266

874,623

232,855

2,344,456

事業区分Ⅲ　　医療従事者確保事業（医師、看護師等の確保・養成のための事業）

事業区分Ⅳ　　勤務医労働時間短縮事業（勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備に関する事業）

計

地域医療勤務環境改善体制整備事業
　（医師の労働時間短縮に向けた体制整備への総合的な取組に対する支援）

勤務環境改善医師派遣等推進事業
　（長時間労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援）

合計　　

事業区分Ⅰ-1　病床機能分化・連携推進事業

事業区分Ⅰ-2　病床機能再編支援事業

事業区分Ⅱ　　在宅医療推進事業（在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業）

タスク・シフト等推進事業
　（医師の労働時間短縮及び健康確保に向けたタスク・シフティングの推進）

（６）事業区分Ⅲに属する（１）から（５）以外の事業

がん医療提供体制人材育成事業
　（がんの検診・診療に従事する臨床検査技師及び診療放射線技師の能力向上に対する支援）

災害医療体制整備事業
　（長野県DMAT及び災害医療関係者に対する研修会の実施や資格取得支援）

事業区分Ⅳ　勤務医労働時間短縮事業（勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備に関する事業）

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

小児救急電話相談事業
　（小児急病時における電話相談体制の確保や対処法に関する普及啓発）

医療的ケア児等の支援医療人材育成事業
（医療的ケア児等に対する支援体制の構築及び支援人材の育成）

看護補助者活用推進研修事業
　（看護補助者の効果的な活用に関する研修や看護補助者の教育研修の実施）

看護師等養成所運営費補助金
　（看護専門学校等の運営費に対する支援）

看護職員等確保対策施設整備事業 《看護師勤務環境改善施設整備関係》
　（更衣室の改修等の勤務環境の改善を図るための施設整備に対する支援）

看護職員等確保対策施設整備事業 《病院内保育所施設整備関係》
　（病院内保育所の施設整備に対する支援）

長野県看護大における教育ICT環境整備事業
　（県看護大学における学習環境の改善）

看護師等養成所施設整備事業
　（看護師等養成所の施設整備に対する支援）

病院薬剤師確保事業
　（県内の病院で薬剤師として勤務しようとする学生に対する修学資金の貸与等）

（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業

医療勤務環境改善支援センター運営事業
　（勤務環境の改善に向けた取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制の構築）

病院内保育所運営費補助金
　（病院内保育所の運営費に対する支援）

医療従事者救急技能向上支援事業
　（医療従事者の救命措置に関する資格取得に要する経費への補助）

3 / 3 ページ



医療機関への支援策について

（国・県 補正予算関係事業）

令 和 ７ 年 度 １ 回 長 野 医 療 圏
地 域 医 療 構 想 調 整 会 議

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日

資料

６ー１



2

事業・施策一覧

No. 事業名(施策名) 対象者・対象経費等 補助額 県予算額 所管部局

1
社会福祉施設等価格高騰
対策支援事業

対象者：保険医療機関
（公立を除く）

病院・有床診療所：
10万円＋病床数×２万円

無床診療所：６万円

477,352千円
（医療分抜粋）

医療政策課

2
医療分野における賃上
げ・物価上昇に対する支
援

対象者：保健医療機関
賃上げ分：賃上げに要した経費
物価高騰分：対象経費なし

病院、有床診療所、診療所ごとに賃上
げ分、物価高騰支援分を設定（別紙の
とおり）

472,785千円
（有床・無床
 診療所分）

医療政策課

医師・看護人材
確保対策課

3 施設整備促進支援事業
対象経費：Ｒ７年度に実施した
基金事業、国庫補助事業の対象
となる施設整備

（市場単価ー補助事業単価）×補助率 40,959千円

医療政策課

医師・看護人材
確保対策課

4
福祉医療機構による
優遇融資

対象者：病院、診療所等
対象要件：医療福祉機構にご確
認ください

優遇融資を実施 ー
医療福祉機構
（厚労省）

5
福祉医療機構による
資本性劣後ローン

対象者：民間病院
対象要件：医療福祉機構にご確
認ください

資本性劣後ローン実施 ー
医療福祉機構
（厚労省）

6
医療分野における生産性
向上に対する支援

対象者：病院
対象経費：業務効率化・職場環
境改善に資するICT機器等の導入
等に係る必要経費

１病院あたり１億円（上限） 640,000千円
医師・看護人材
確保対策課

7
病床数の適正化に対する
支援

対象者：病院、有床診療所
削減病床数×4,104千円
※ 休床の場合は、2,052千円 ー 厚生労働省

8
産科・小児科医療機関等
に対する支援

対象者：分娩取扱施設、休日・
夜間に小児の救急搬送を受入れ
る施設等

各区分で設定された単価による（別紙
のとおり） 2月補正

疾病・感染症対
策課

9
エネルギーコスト削減促
進事業

対象経費：JIS規格の省エネ基準
を満たす空調設備、LED照明設備、
太陽光発電設備等

補助率：２/３以内
補助額：上限500万円

下限 50万円

576,880千円
（医療、介護等の

合算額）
医療政策課



施策名：医療・介護等支援パッケージ（医療分野）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

○経済状況の変化等に対応するため、救急医療を担うといった医療機能の特性も踏まえつつ、診療に必要な経費
に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を行う。

○また、現下の物価上昇を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進のための施設整備等が困難な医療
機関に対する支援を実施する。

○さらに、物価上昇の影響を受けた医療機関の資金繰りを的確に支援するため、（独）福祉医療機構による優遇融
資等を着実に実施する。

○賃上げを下支えし、人手不足にも対応するため、業務効率化・職場環境改善に資するICT機器等の導入・活用な
どの生産性向上に率先して取り組む医療機関を支援する。

○病床数の適正化を進める医療機関に対しては、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取り組みを加速する観
点から、地域の医療ニーズを踏まえ必要な支援を実施する。

○出生数減少等の影響を受けている産科施設や小児医療の拠点となる施設への支援も実施する。

医療従事者の賃上げ支援を実施することや物価上昇局面においても医療サービスを円滑に実施するための支援等を行うことで、地域に必要な医療提
供体制を確保する。

令和７年度補正予算案 10,368億円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

ア 賃上げ・物価上昇に対する支援 【5,341億円（賃上げ1,536億円・物価上昇3,805億円】

イ 施設整備の促進に対する支援 【462億円】

ウ  （独）福祉医療機構による優遇融資等の実施
【804億円（優遇融資を行うための（独）福祉医療機構の財政基盤安定化等・資本性劣後ローンの融資財源】
※ 別途、優遇融資の融資財源は財投要求を行う

エ 医療分野における生産性向上に対する支援 【200億円】

オ 病床数の適正化に対する支援 【3,490億円】

カ 出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援【72億円】

【 ○「医療・介護等支援パッケージ」（医療分野）】

00114040
スタンプ



① 施策の目的 ② 対策の柱との関係

医療機関や薬局における従事者の処遇改善を支援するとともに、物価上昇の影響に対
して支援することで、地域に必要な医療提供体制を確保する。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○
③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑥ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

経済状況の変化等に対応するため、救急医療を担うといった医療機能の特性も踏まえつつ、診療

に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を

行う。

（交付額） 医療従事者の処遇改善支援、診療に必要な経費に係る物価上昇対策の合計

[補助率10/10]

医療機関や薬局の処遇改善・物価上昇への支援を行うことで、地域に必要な医療提供体制を確保する。

⑤ 施策の実施スケジュール

予算成立後、速やかに実施

【 ○医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援】 医政局医療経営支援課
（内線2640）

医薬局総務課
（内線4264）

令和７年度補正予算案 5,341億円

※医療・介護等支援 パッケージ

施策名：ア 医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚 生 労 働 省 都 道 府 県 医 療 機 関 等

申請書提出

給付金等支給Ⅲ 実績報告、
交付額確定

Ⅰ 医療機関や薬局は都道府県に交付申請する際に申請に必要な内容を申請し、都道府県が当該内容を適当と認めれば国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関や薬局に支給
Ⅲ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

※ 病院に対しては国からの直接執行を予定



施策名：ア 医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援 【交付額】

１施設
あたり

支援額

医科無床
診療所

歯科診療所

賃金 15.0万円 15.0万円

物価 17.0万円 17.0万円

合計 32.0万円 32.0万円

＜病院＞

１床
あたり

支援額

賃金 7.2万円

物価 1.3万円

合計 8.5万円

＜有床診療所＞ ＜医科無床診療所・歯科診療所＞

１床あたり 支援額

賃金分 8.4万円

物価分 11.１万円（※）

※全身麻酔手術件数又は分娩取扱数（分娩取扱数にあっては３を乗じた数）が
800件以上、2,000件以上の病院（救急車受入件数3000件未満に限る）に
あっては、それぞれ１施設2,000万円、8,000万円を加算。救急加算との
併給不可。

【救急に対応する病院への加算】

1施設あたり 救急車受入件数
１件以上1,000件

未満

救急車受入件数
1,000件以上

救急車受入件数
2,000件以上

救急車受入件数
3,000件以上

救急車受入件数
5,000件以上

救急車受入件数
7,000件以上

救急加算額 500万円 1,500万円 3,000万円 9,000万円 1.5億円 ２億円

※１ 三次救急病院にあっては救急車受入件数にかかわらず１億円を加算し、上記のうち１億円未満の加算は適用しない。
※２ 別途、病床数適正化支援、施設整備等支援及び産科・小児科支援や、食費・光熱費等に対して「重点支援地方交付金」による支援が行われる。

【基礎的支援】

1施設
あたり

支援額

賃金 22.8万円

物価 （介護より）

合計 22.8万円

＜保険薬局＞ ＜訪問看護ＳＴ＞

1施設
あたり

支援額
（１法人あたりの薬局数に応じて傾斜配分）

～５店舗 ６～19店舗 20店舗～

賃金 14.5万円 10.5万円 7.0万円

物価 8.5万円 7.5万円 5.0万円

合計 23.0万円 18.0万円 12.0万円

【 ○医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援】



③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

• 現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備が困難となっている医療機関に対
する支援を行うことにより、地域における地域医療構想を推進するとともに、救急医療・周産
期医療体制を確保する。

• 医療提供体制施設整備交付金、医療施設等施設整備費及び地域医療介護総合確保基金（Ⅰー１）の交付対象となる新築、増改築
等を行う医療機関に対して、㎡数に応じた建築資材高騰分等の補助を行う。
（概要）整備計画を進めており、国庫補助事業の交付対象となる医療機関等を対象として、施設整備を進めるために必要な給付金等

を支給する。
（交付額）（市場価格－補助事業単価）×国負担分相当

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、地域に必要な医療提供体制を確保する。

① 施策の目的

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

令和７年度補正予算案 462億円 医政局地域医療計画課
（内線2550）施策名：イ 施設整備促進支援事業

【 ○施設整備の促進に対する支援】

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚生労働省 都道府県

申請書提出

給付金等支給Ⅲ 実績報告、
交付額確定

【国が都道府県事業を支援する場合】

※医療・介護等支援 パッケージ

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請する際に申請に必要な内容を申請し、都道府県が当該内容を適当と認めれば国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に支給
Ⅲ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

医療機関



施策名：ウ 福祉医療機構による優遇融資への支援

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

① 施策の目的

物価高騰の影響を受けた医療機関等の資金繰りを支援するための無利子・無担保等の優遇
融資を行う(独)福祉医療機構の体制を整備する。

優遇融資を実施する（独）福祉医療機構に対して、速やかな貸付の実行や適切な債権管理を行うための機構の財政基盤及び審査体
制等の強化を図るための支援を行う。

物価高騰の影響を受けた医療機関等が事業を継続できるよう資金繰り支援を行うことにより、地域の医療サービスの安定的な提供
体制を確保する。

【 ○福祉医療機構による優遇融資等の実施】
令和７年度補正予算案 564億円 医政局医療経営支援課

（内線2672）

② 対策の柱との関係

国 融 資

医療施設

（独）福祉医療機構支 援

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

財政基盤、審査体制等の強化のための支援
（出資金、運営費交付金）を実施
（融資財源として財政融資資金を措置）

※医療・介護等支援パッケージ



施策名：ウ 福祉医療機構による資本性劣後ローンの創設

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

① 施策の目的

物価高騰の影響を受け、 債務超過等により必要な新規融資を受けられなくなっている民間病
院に対して資本性劣後ローンを実行する(独)福祉医療機構の融資体制を整備する。

（独）福祉医療機構の融資メニューに地域で必要な医療機能を有していながら、債務超過等により必要な新規融資が受けられなくなっ
ている民間病院の財政状況を改善させ、民間金融機関からの融資再開につなげるための資本性劣後ローンを創設する。
必要な融資が実施されるよう、 （独）福祉医療機構に対して融資財源の支援を行う。

資本性劣後ローン融資により債務超過が解消し、財務（BS）が改善されるため、民間金融機関の融資が再開される。併せて民間金
融機関と連携した経営改善を行うことで、地域医療の維持に寄与する。

【 ○福祉医療機構による優遇融資等の実施】
令和７年度補正予算案 240億円

医政局医療経営支援課
（内線2606、2672）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

国から資本性劣後ローン
の融資財源を支援

※医療・介護等支援 パッケージ



施策名：エ 医療分野における生産性向上に対する支援

① 施策の目的 ② 対策の柱との関係

業務効率化・職場環境改善に資する取組を支援し、医療分野の生産性向上を図り、医療
人材の確保・定着に繋げる。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

【 ○生産性向上に対する支援】
医政局医療経営支援課

（内線2640）
令和７年度補正予算案 200億円

※医療・介護等支援 パッケージ

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑥ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

業務効率化・職場環境改善に関する目標値を設定し、進捗管理を行う「業務効率化推進委員会（仮称）」を設置し、業務効率化・職場環境改善に資する

ICT機器等の導入等の取組を行う病院に対して必要経費を支援し、医療分野の生産性向上を図る。

 交付額： １病院あたり１億円（上限）

【生産性向上に資する取組のイメージ】

○ ＩＣＴ機器の導入による業務の効率化

・ スマートフォンによるカルテ閲覧・情報共有、インカム、ＩＷＢ等の導入 ⇒ ＤＸ化による情報伝達の効率化

○ 取組を行う病院への医療勤務環境改善センターによるサポート体制強化

業務効率化・職場環境改善に取り組む病院への財政支援を行うことで、職場内の生産性向上を図り、医療人材の確保・定着に繋げ、地域に必要な

医療提供体制を確保する。

⑤ 施策の実施スケジュール

予算成立後、速やかに実施

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚 生 労 働 省 都 道 府 県 医 療 機 関

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定（補助率4/5）し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は都道府県に実績報告（概ね３年後）
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

Ⅳ 交付額確定

Ⅲ 実績報告



施策名：オ 病床数の適正化に対する支援

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

• 「病床数適正化緊急支援基金」を創設し、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関への支援を行う。
（概要） 医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関を対象として財政支援を行う。
（交付対象・交付額） 病院（一般・療養・精神）・有床診：4,104千円／床 （ただし、休床の場合は、2,052千円／床）

医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に
向けた取組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体制を確保する。
人口減少等により不要となると推定される、約11万床（※）の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情も踏
まえ、２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る。

【○病床数の適正化に対する支援】
医政局地域医療計画課

（内線4095、2665）

厚生労働省

医療機

関

・ 医療機関は基金管理団体等に計画提出を行う際に病床削減数を申請し、基金管理団体等が計画認定する
・ 基金管理団体等は医療機関に所要額を支給する（１０／１０）

交付申請・計画書提出

交付決定

実績報告、
交付額確定

計画提出

計画認定

令和７年度補正予算案 3,490億円

• 効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める
医療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、
その支援を行う。

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

① 施策の目的

※医療・介護等支援 パッケージ

病床数適正

化緊急支援

基金
支給

基金管理団体等

※一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約５万６千床並びに精神病床の基準病床数を超える病床数約５万３千床を合算した病床数（厚生労働省
調べ）。 
※約1.1万床については令和６年度補正予算による病床数適正化支援事業により措置済み。



施策名：カ 産科・小児科医療機関等に対する支援

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

出生数や患者数の減少が進行するなかでも、地域でこどもを安心して生み育てることができる
周産期医療及び小児医療体制を確保する。

• 地域で安心安全に出産できる体制確保に向けた取組を支援する。
• 地域で救急を含めた小児入院医療が実施できる体制確保に向けた取組を支援する。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

〇

分娩取扱の

継続が困難

小児入院医療

の継続が困難
小児医療の

拠点となる施設

分娩取扱施設

分娩を取扱わない
産科施設

小児医療施設支援事業

分娩数が減少している分娩取扱施設に対し、一定規模の分娩取扱を継続するための費用を支援する。
（補助単価） 5,800千円～17,400千円/施設 【補助率：国1/2、事業者1/2】

分娩取扱施設支援事業

分娩取扱施設が少なく、当面集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための費用を支援する。
（補助単価） 最大11,246千円/施設 【補助率：国1/2、都道府県1/2】

地域連携周産期支援事業（分娩取扱施設）

妊婦健診等の産前・産後の診療を行い、近隣の分娩取扱施設との連携体制を構築している施設に対して、必要な施設整備、設備整備に係る
費用を支援する。

（補助単価） 施設整備：7,239千円/施設 設備整備：4,630千円/施設 【補助率：国1/2 、事業者1/2 】

地域連携周産期支援事業（産科施設）

休日夜間の入院を要する小児救急患者を受け入れるなど、地域に不可欠な小児医療の拠点となる機能を持つ病院に対して、体制整備に係る
費用を支援する。

（補助単価） 小児科部門の病床１床あたり210,400円～1,052千円 【補助率：国1/2 、事業者1/2 】

令和７年度補正予算案 72億円

【○出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援】

実施主体：都道府県 補助先：病院、診療所、助産所

実施主体：都道府県 補助先：病院、診療所

実施主体：都道府県 補助先：病院、診療所

実施主体：都道府県 補助先：病院

医政局地域医療計画課
（内線8048）

産科施設や小児科医療機関を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、施設の連携・集約化・重点化を含めた必要な支援を行い、地
域でこどもを安心して生み育てることができる小児周産期医療体制の確保を図る。

※医療・介護等支援 パッケージ



外来医療計画の進捗について

○地域で不足する外来医療機能への対応について

・ 県は医療機関（無床診療所）に対し、地域で不足する外来医療機能を担う
ことについての意向を確認。

・ 意向確認は医療機関が開設手続きを行う際、保健福祉事務所（保健所）に
届出を提出することで行う。

・ 届出状況については、圏域ごとの協議の場（地域医療構想調整会議）へ報
告。

【意向確認の対象となる医療機能】

①初期救急医療 ②在宅医療 ③公衆衛生に係る医療 ④その他、協議の場
で不足すると認められた医療

○医療機器の共同利用計画書の提出について

・ 県は、外来医療計画に定める医療機器を新たに設置又は更新する医療機関
に対し、共同利用の意向を確認。

・ 意向確認は、医療機関が機器の設置から10日以内に保健福祉事務所（保健
所）に届出を提出することで行う。

・ 届出状況については圏域ごとの協議の場（地域医療構想調整会議）へ報告。

【共同利用計画の対象となる医療機器】

①CT ②MRI ③PET（PET-CTを含む） ④マンモグラフィ
⑤放射線治療機器（リニアック、ガンマナイフ等）

令 和 ７ 年 度 第 １ 回 長 野 医 療 圏
地 域 医 療 構 想 調 整 会 議

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日

資料

７

【手続きフロー】

【医療機関】
地域で不足する
 外来医療への対
 応についての届
 出、共同利用計
 画書の提出

【保健所】



その他の内容

松本 R7.1.7 医療法人社団丸山会 とよしな内科クリニック ○ ○ ○ ○ 予防接種、小児外来医療等

松本 R7.3.7 星野　一城 宮澤眼科医院 ○

諏訪 R7.3.5 伊藤　浩 よねざわ伊藤クリニック ○

佐久 R7.3.3 小松　裕和 ゆずの木ホームクリニック ○

長野 R7.4.4 清水　隆一 とぐらファミリークリニック ○

松本 R7.5.1 永田　裕二 みわ・ながた眼科クリニック 眼科診療所のため、対応が難しい

上小 R7.6.2 北原　遼 上田きたはら泌尿器科内科 ○ ○

北信 R7.5.29 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院附属北信クリニック ○

松本 R7.6.19 藤原　健志 ふじ診療所 ○ ○ ○ ○
初期当番医に参加、訪問診療、予
防接種や特定検診

松本 R7.7.10 山田　桂吾 やまなみメンタルクリニック
精神科診療所であること、人員が不足しているた
め

長野 R7.7.10 医療法人社団薪北会　薪田　万理 まきた眼科　須坂院 眼科診療所のため、対応が難しい

長野 R7.8.1 山本　かおり かおりウィメンズクリニック ○ ○

長野 R7.9.8 大坪　美穂
診療科等（形成外科・美容皮膚科）から対応が困
難なため

松本 R7.10.17 医療法人　春風 つかはらペインクリニック ○ ○

松本 R7.11.10 高山　和生 らいおんこどもクリニック ○
当番医として、休日の一次救急に
対応

諏訪 R7.11.13 坂口みほ 釜口医院 ○ ○

北信 R7.11.4 亀山正明 かめやま医院 ○ ○ ○

松本 R7.11.28 橋本　善弘 あずみのもりの木クリニック ○

R6

R7

地域で不足する外来医療機能への対応状況

年度 届出日 開設者 施設名 （対応が不可能な場合）その理由圏域

対応可能な医療

初期
救急

在宅
医療

公衆
衛生

その他



64列
以上

16～
64列

16列
未満

その他
３T

以上
1.5～
３T

～1.5T リニアック
ガンマ
ナイフ

（行わない場合）
その理由

相手方による機
器の利用

相手方からの患
者受入、画像情
報等の提供

その他

長野 R6.10.1
医療法人かみじょうリハビ
リ整形外科クリニック

かみじょうリハビリ整形
外科クリニック

新規
購入

MRI
（1.5テスラ未満）

○ 富士フィルム（株）AIRIS Vento Plus R6.9.27 行わない
現在、その必要性がないた
め

松本 R6.8.29 宮嶋　宏樹
はれのひ耳鼻咽喉科ク
リニック

新規
購入

CT ○ ㈱モリタ製作所MCT-HNタイプF14DR R6.8.21 行わない
開業当初は当クリニックの患
者の診断に専念したい

松本 R7.3.25 松本市立病院 松本市立病院 更新
MRI

（1.5テスラ以上３テスラ未満）
○ シーメンスケア（株）　MAGNETOMアバント R7.3.24 行う ○ ２回/年 ○

松本 R7.6.19
独立行政法人国立病院機
構　まつもと医療センター

独立行政法人国立病院
機構　まつもと医療セン
ター

更新
MRI

（1.5テスラ以上３テスラ未満）
○ シーメンスヘルスケア（株）　MAGNETOMAItea R7.5.28 行う ○ ２回/年 ○

長野 R7.9.10 信濃町 信越病院
新規
購入

マルチスライスCT
（64列以上）

○ ○
・GEヘルスケア・ジャパン Revolution　Frontier3.0
・GEヘルスケア・ジャパン SIGNA　Champion1.5T
・GEヘルスケア・ジャパン Senographe Pristina

R7.9.1
要望があれ
ば対応可

○ １年間は無償保証で対応 ○

松本 R7.12.16 社会医療法人抱生会 丸の内病院 更新
MRI

（1.5テスラ以上３テスラ未満）
○ GE社製SINGA　Explorer R7.10.20 行わない

現在、地域連携室を通して
近隣病院から紹介状をもらっ
て検査しているため

１年間は無償保証で対応。点検は
４回/年

医療機器の共同利用計画書提出状況

圏域No.

MRI 放射線治療装置

PET
PET
-CT

紙保守・整備の実施方針
CD

DVD

１．医療機器の情報

届出日 開設者

CT

R7

R6

施設名

共同利用の方法

３．共同利用の実施について２．設置する医療機器

その他
ネット
ワーク

その他
マンモ
グラ
フィ

共同利用
の可否

機器の種類
メーカー及び

型式
区分

設置
年月日



主催：長野県健康福祉部医療政策課（運営：株式会社日本経営）

申込方法の詳細等は、裏面をご覧ください

第３部「金融機関における支援策」

県内医療関係者、自治体職員等

令和８年3月12日(木)
14：00～16：00（13時半開場）

※現地とWeb ハイブリッド開催
※現地は定員100名までとなります。現地でご参加の場合は、
できるだけ公共交通機関をご利用ください。

第２部「令和8年度診療報酬の動向と
経営に与える影響」

第１部「新たな地域医療構想について」

地域医療を取り巻く環境が大きく変化するなか、2040年頃を見据え、
持続可能で安心できる医療提供体制を構築するため、県では『新たな地
域医療構想』の本格策定を来年度以降進めていくこととしています。
こうした状況下で、厚生労働省の担当者を招き、国が考える地域医療

の方向性や今後の動向について講演いただき、地域医療の将来を考えて
いただくセミナーを開催します。

開催日時

場所 ホテル国際21「千歳」
（長野市大字南長野県町576）

対象

内容

講師 堤 雅宣 氏
(厚生労働省医政局
地域医療計画課 地域医療構想推進室長)

講師 川端 康正 氏
（株式会社日本経営）

講師 坂口 昂 氏
（株式会社八十二長野銀行）

令和７年度

長野県地域医療セミナー



厚生労働省医政局地域医療計画課 堤 雅宣氏

お問い合わせ：株式会社日本経営 セミナー事務局
nagano-seminar2026@nkgr.co.jp

2012年３月 東北大学医学部卒業
2014年４月 厚生労働省入省

医政局、環境省、保険局(診療報酬)、
ハーバード大学公衆衛生大学院、
カリフォルニア大学サンディエゴ校経営大学院を経て、

2021年12月 政策統括官付国際分類情報管理室長
2022年４月 医療費適正化対策推進室長
2024年８月 地域医療構想推進室長

株式会社日本経営 川端 康正 氏

お申込み方法

申込方法

下記申込URLへアクセスし、ガイダンスに従って、メールアドレス・勤務先名

称・氏名等をご入力ください。

【申込URL】

https://form.k3r.jp/nkgr/nagano2026

右記のQRコードからも申込いただくことが可能です。

申込期限 令和８年３月９日(月) 16:00まで

アンケート
開催後にアンケートを実施しますので、ご協力お願いいたします。

なお、ご質問はアンケートにご記入いただき、後日メールにて回答いたします。

留意事項

・こちらのセミナーは現地開催またはWeb配信です。現地参加の方は、名刺をご持参ください。

・お申し込み後の参加方法(現地、Web)の変更はご遠慮ください。

・迷惑メールのフィルタリング等にもご注意ください。

・インターネット環境、端末はご自身でご用意ください。

・ご不明点等ございましたら下記にお問い合わせください。

2012年 株式会社日本経営 入社
2020年 厚生労働省医政局地域医療計画課へ出向
2022年 株式会社日本経営 帰任

現職 リサーチ&インテリジェンス事業部 次長
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